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要旨 

本稿の目的は、「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」通称、歴史ま

ちづくり法の認定都市を題材に、風致形成に取り組む担い手のつながり方を明らかにする

ことで、担い手がどのように関与しているのか実態を探ることである。  

地域の課題に対処するには行政が公共性を独占するのではなく、市民や事業者が新しい

担い手としての供給者となることが求められている。行動原理の異なる様々な関係組織が

役割分担をし、行政・市民・事業者による水平的なネットワークを構築するための手段と

して、マルチパートナーシップが有効に働くのではないかと考えた。  

歴史的建造物は都市景観および町並みを形成する重要な要素である。しかし歴史まちづ

くり法（2008）では、町並みを形成する建造物だけでなく人々による伝統的な営みまでも

含めて歴史的風致として定義されている。本稿では、同法認定都市に最も多い城下町の中

から初年度に認定された彦根市を対象として事例研究を行った。担い手のつながりは、は

じめは個人の組織化、次に組織間では地縁的組織と志縁的組織、志縁的組織同士、そして

組織と行政のつながりへと徐々につながりが広がっていく水平的ネットワークが構築され

ていることがわかった。そこでマルチパートナーシップの視点から、担い手のつながり方、

および機能するための条件として、①多様な主体が協議の場を持つこと、②資源や能力を

確認すること、③役割分担をすること、④活動を組織化すること、の 4 点をそれぞれ明ら

かにした。 

以上、事例研究を通して、4 条件が機能するために、①地縁的組織と志縁的組織で人材

が共有されていること、②市職員が志縁的組織に所属していること、③地縁的組織と志縁

的組織の両方で活動の拠点があることの 3 つの要素が担い手に求められると考えた。 

 

キーワード : 歴史まちづくり法 マルチパートナーシップ 歴史的風致 
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Abstract 

The purpose of this paper is to show how those people maintaining and improving 

historic environment built partnerships amongst themselves. The author focused on a 

city which relevant government agencies had approved under the Law on the 

Maintenance and Improvement of Historic Landscape in a Community (as following 

LHLC). It is an important element that civil services, citizens, and companies 

establish equal partnerships called “Multi-Partnership” in this paper. 

 It is said when people maintain an historic environment, they need to conserve both 

historic buildings and intangible operations. The author identif ied that a partnership 

in Hikone had been approved as a castle town by the LHLC in 2009.  A castle town is 

the biggest group in the LHLC.  

 Through a view from “Multi-Partnership”, the author analyzed the partnership along 

civil services, citizens, and companies actions together maintain and improve the 

historic environment in Hikone, and clarified four conditions working well to conserve 

actions. In according, it was to show that those people who conserve the historic 

environment had three features; ① at least a person belongs both local communities 

and dedicated communities, ②civil services join in dedicated communities, and ③ 

they have their own action bases of local communities and dedicated communities.  

 

Keywords : Law on the Maintenance and Improvement of Historic Landscape in a 

Community, Multi-Partnership, historic environment 
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第 1 章 研究の目的と方法 

 

1-1 研究目的と背景 

本稿の目的は、「地域における歴史的風致の維持及び

向上に関する法律」通称、歴史まちづくり法（以降、

歴史まちづくり法とする）に認定された都市を対象に、

風致形成に取り組む担い手たちがどのようにつながり

を持ち、いかなる活動を行ってきたのかについて、実

態を明らかにすることである。身近な地域社会は日常

生活の中で作動しているが、その機能を維持していく

ことへの課題や新たに生じる地域の課題など、常にさ

まざまな課題に直面している現状にある。このような

諸課題の解決に向けて、担い手たちが関係性を構築し

ていること、また、解決のための過程に関わっていく

ことが地域課題を担っていく意義だと考えられる（新

川 2015）。 

これまでの文化財保護は、都市計画や農村計画とは

調和せず、独自の狭い領域で動いてきた。しかし、近

年では地域における歴史的な建造物や町並み景観を活

かしたまちづくりが盛んに行われてきたことによって、

文化財保護とまちづくりが関連し始めており、両者の

領域が広がりつつある。町並みや景観保全のきっかけ

は、1960年代高度成長期に伴う国土開発や都市開発が

次々と進められていく中で、いわゆる古都と呼ばれる

都市の歴史的環境を守ろうとする地域住民による反対

運動が起きたことであった。1970 年代になると、京都、

奈良、鎌倉の市民団体を中心とした「全国歴史的風土

保存連盟」が結成された。「町並み保存連盟」が 1974

年に結成され、町並み景観の形成は市民主導により培

われてきた。こうした全国的な歴史的町並み保存の動

きを受けて、1975年、文化財保護法改正により新たな

文化財の定義として「伝統的建造物群」が追加された。

伝統的建造物群保存地区を保護していくためには市町

村が自ら条例を制定することが必要となる。こうした

流れから行政の課題として都市の景観整備が考慮され

るようになり、各地方公共団体による景観条例制定の

取り組みが 1980 年代に全国的に拡大した。そして、

2004年に制定された景観法は、こうした地方公共団体

による景観条例が進められていくうえで、景観の形成

に関する基本理念や国や地方公共団体等の責務を明確

に規定する総合的な法律であった。さらに 2008 年に

は、歴史まちづくり法が制定された。同法の特色は大

きく 2 つある。1 つには、国土交通省、文部科学省の

外局である文化庁、および農林水産省による共管であ

ること、2 つには「歴史上価値の高い建造物及びその

周辺の市街地と人々の営みが一体となった良好な市街

地の環境」を歴史的風致と定義し、ハードだけではな

くソフトまでも取り入れたことである。こうして規制

策の色が強い景観法と補助金政策として活躍する歴史

まちづくり法の両者はアメとムチの両輪の役割を果た

している（西村 2008）。 

歴史まちづくり法では、歴史的風致の構成要素を建

造物だけに留めるのではなく「地域におけるその固有

の歴史及び伝統を反映した人々の活動1」も要素として

定義しており、祭礼など年中行事や伝統的工芸技術に

携わる人々の活動まで含んでいる。 

このように町並み景観保全は行政によって次々と制

度化されてきた。しかし、実際として取り組んでいく

には、そこに住む人との合意形成が欠かせない。つま

り町並みや景観保全を考えていくことは、必然的にそ

の場所に住む人々の暮らしを考えなければならず、も

っと広く地域コミュニティそのもののありかたを見つ

めなおすことが求められる。 

 

1-2 研究方法と分析枠組み 

 そこで、歴史まちづくり法の概要と認定都市の現状

を把握するため、研究は文献調査と事例の現地調査の

2 つを行った。文献調査については歴史的町並み保全

の変遷や状況、及び歴史まちづくり法に関する文献資

料や雑誌・新聞記事を収集したほか、インターネット

検索を利用して関連原稿を探した。 

事例の現地調査として、2016年 5月から 11月にか

けて計 12 回、滋賀県彦根市を訪れた。彦根市を事例

に選んだ理由は、①歴史まちづくり法認定都市の第 1

                                                      
1 歴史まちづくり法パンフレットによると「伝統的な工芸技

術による生産や工芸品の販売、祭りや年中行事等の風俗慣習、

地域において伝承されてきた民俗芸能に加え、鍛冶や大工、

強度人形製作等の民俗技術等も含む。また、伝統的な特産物

を主材料とする料理屋、地域の伝統的な技術や技能による物

品の展示なども「歴史及び伝統を反映した人々の活動」と捉

えることができる」と記載されている。 
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号であること、②認定数で最も多い城下町都市を対象

としたこと、③歴史まちづくり法の計画実施に市民活

動団体との連携がうたわれていたこと、による。文献

調査と各団体の HP を参考にしつつ、現地では、活動

する組織や団体の関係者、および市職員らを対象にヒ

アリング調査を行った。彦根で収集した資料は、2000

年前後から現在にかけて風致形成に関する活動を記述

した市役所や市民活動組織等によるものである。 

歴史まちづくり法という法律と認定都市の現状把握

を行うための視点として、マルチパートナーシップの

理論を援用する。風致形成を地域の課題として捉え、

風致形成に取り組む担い手の関係性に着目したためで

ある。背景には公共サービスの供給者の変化にある。

これまで従来型の公共サービスは国や地方公共団体に

よって供給されてきた。しかし、近年では、新たな公

共サービスの担い手としてボランティア団体や NPO

法人が登場してきたことがあげられる2。契機として

1995 年に大きな被害をもたらした阪神・淡路大震災

によるボランティア活動が活発化したことが大きい。

受け手にとどまっていた市民自身が公共サービスの供

給者へと変化したのである。このような公共性の担い

手の考え方は「新しい公共」と呼ばれており、公共性

概念の変化は、ガバメント（統治）からガバナンス（共

治）への形態変化をもたらした3。ガバナンスの意味に

ついてはさまざまな論述があるが、本稿ではガバナン

ス研究で知られる新川（2008）を参考とする。新川

（2008）は、「ガバメントからガバナンスへの変化は

地域づくりの視点にも変化をもたらす」と述べており、

「地域における新しいガバナンスを考える視点がネッ

トワーク型ガバナンス、すなわち地方公共団体中心か

ら、多様で多元的な担い手によるまちづくりを考える

視点へと変化した」と指摘する。 

 

                                                      
2 「Non Profit Organization」の略称。民間非営利組織を指

す。特定非営利活動促進法に基づく NPO法人は 2016 年 1

月時点で全国に約 5 万団体ある。 
3 「新しい公共」についてはさまざまな議論が展開されてい

るが、ここでは新川達郎「公共性概念の再構築とローカルガ

バナンス」白石克孝、新川達郎編（2008）『参加と協働の地

域公共政策開発システム』日本評論社、pp.3-52 をもとに考

えている。 

ガバナンスの実践的な活動の 1つに、パートナーシ 

ップがある。これは異なる主体間の連携協力を意味し

ており、上記の「新しい公共」が機能するうえで欠か

せないものである。パートナーシップは、日本におい

ては行政と NPO の 2 者間連携として受け取られがち

だ。一方で、志縁組織として生まれた NPO は、行政

とのパートナーシップを常に意識していながらも、地

域コミュニティあるいは伝統的な地縁的地域組織との

パートナーシップについては関心を寄せることが少な

かった、とされる。こうした状況について、白石（2008）

は「マルチパートナーシップが新たな価値創造へと結

びつくための課題解決アプローチとなるためには、

NPO が人々の参加（関与）と地域再生とをうまく結

び付けられるかが鍵となる」と指摘した。 

マルチパートナーシップは、まちづくりや地域づく

りといった地域の課題に対処するために考えられた理

論である。つまり、地域全体で課題に取り組んでいく

ためには行政と NPO の 2 者間関係にとどまらない。

その特徴は主に 4つある。①市民、NPO、地縁的組織、

各種地域団体、事業者・企業、行政（国、地方）が協

議の場を持つこと、②資源や能力を確認すること、③

役割分担（負担の分担）を行うこと、④活動を組織化

すること、というような課題解決のための構図（が求

められる（新川 2008）。そこで本稿では、課題解決に

向けた 4つの視点から考察を進めたい。また、考察を

進めていく中で、たとえば①と③でいえば、地域住民

の存在が、地縁的組織と志縁的組織の関係の構築にお

いて重要になってくるのではないかという考えに至っ

た。そこで、地縁的組織と志縁的組織の関係性につい

て見つめることで、担い手のかかわり方を具体的に検

証していくこととする。 

地縁的組織と志縁的組織の関係性について、櫻井

（2006）は伝統的なコミュニティ組織の運営と NPO

組織の経営や事業活動のあり方には相違があると述べ

ている。両者には組織の存立構造に大きな違いがある。

行政区等の伝統的コミュニティ組織（地縁的組織）は

居住区によって、その属性が決定する無意図的参加で

あるのに対して、NPO（志縁的組織）は構成員自らの

確固たる選択と意志表明に基づく参加である、として

いる。 
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これら地縁的組織と志縁的組織について、住民自治

や地域再生に向けた両者の新たな相互関連には 2つの

形がある、と櫻井は述べる。1 つには、具体的な活動

事業を通じて地域課題の克服やコミュニティづくりを

担う人材の養成を図ること、2 つには、地域型コミュ

ニティそのものの NPO（法人）化を図ること、であ

る4。 

しかし、伝統的な地縁組織である町内会や自治会は

数こそ減ってはいないが、組織加入率の低下、役員に

なる人材の不在、などに直面して組織存続に苦しんで

いる（中田 2016）。こうした地縁組織の現実に対して、

従来の組織が果たしてきた地域維持機能を継続してい

くために、コミュニティの再生を意識しつつ既存の組

織を基盤とした新たなネットワーク型の組織が設置さ

れはじめていることを指摘されている（新川 2015）。

ネットワーク型組織として一定の規模を確保すること

ができれば、財政基盤の確立が容易になり、ネットワ

ークに参加する組織間の調整が可能となる。新たな地

域の課題に対応する組織間連携や協働が生まれる可能

性も高くなると考える。 

また、新川（2008）は地域の「新しいガバナンス」

のもとにおける自治体職員のあり方についても触れ、

自治体職員の行動や位置づけに関して次の 3点を述べ

ている。①自治体職員は基本的に公務員本来の役割を

果たすことであり、市民への奉仕者として勤務するこ

とにあるが、同時に市民の期待は職員としてよきガバ

ナンスの実現のために働くことにまで広がっており、

市民のパートナーとしての視点が欠かせないこと、②

自治体職員も一般市民であり、市民的公共性を基本価

値とするこれからの地域社会において、市民としての

自覚を持つことが重要になる。職員における市民性は、

ボランティアや NPO などで市民とともに活動するこ

とになり、地域公共サービスにおける市民的な視点で

のパートナーシップ型の実戦で発揮される。③新しい

ガバナンスのなかで積極的に地域社会をリードしてい

                                                      
4 コミュニティ自らがその将来像、地域計画、財源、事業を

創出し、事業体あるいは経営体として存立する場合である。

しかしコミュニティがNPO法人として向かう目的や背景

は地域固有であると考えられるため事例に即した検討が

必要となる。 

く役割が期待されていること、である。 

単に市民とのパートナーシップを受動的に構築する

だけでなく、自発的かつ積極的に NPO を設立して活

動に参加する自治体職員、あるいはボランティア活動

に関わる同職員は少数ではあるものの、実際すでに登

場しつつある。こうした職員たちの自主活動と、職員

たちの活動がつくる公共空間は、まさに「新しい公共」

の実践であるといえよう（新川 2008）。 

以上のように、本稿ではマルチパートナーシップを

分析枠組みとして用いるが、具体的には、地域づくり

の実践的な研究としたいため、登場する担い手のマル

チパートナーシップ、特に主に地縁的組織と志縁的組

織のかかわり方に注目する。そして行政のかかわりと

して自治体職員の役割やあり方についても詳細にみて

いくこととする。 

 

1-3 先行研究と用語の定義 

 先行研究の調査は、歴史まちづくり法に関する研究

と、地域における担い手のつながりに関する研究の 2

つについてまとめた。まず、歴史まちづくり法に関す

る研究は、建築学的な視点、および制定に至る経緯に

ついてまとめられたものが多かった。阿部・北河・脇

坂（2011）は農林水産省が共管していることから、都

市構造を形成する河川や用水などのインフラ整備に着

目が置かれるようになったことを指摘している。また、

林・浅野（2010）は、歴史的風致維持向上計画にもと

づく庁内体制についてさまざまな場合が考えられると

言及する。しかし、担い手の活動にどのようなものが

あるのか、担い手のつながりの変化について焦点を当

てた研究は少なかった。脇坂・窪田（2010）は、歴史

まちづくり法における行政と NPO の協働に注目し、

宮城県多賀城市を事例として NPO の意義と役割につ

いて述べており、また、歴史まちづくり法の最初の認

定都市である萩市では、NPO 法人萩まちじゅう博物

館との連携によって風致形成を先行し、NPO の活動

と風致形成が一致しているといった研究もある（柿

原・村上・西山 2009）。しかしいずれも行政と NPO

の 2者間連携についてのみ言及されており、広くマル

チパートナーシップの視点で捉えられていなかった。

同じく最初に認定されている彦根市においては、計画
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の推進体制に市民活動が含まれているものの、市民活

動について言及した研究は見つからなかった。 

一方で、地域の担い手のつながりに着目した研究と

しては、依藤・松浦・澤田（2011）による商店街・水

木しげるロードを取り上げた研究がある。依藤らは担

い手が継承されるための要素として、①地縁・志縁の

担い手間のネットワークや問題意識および課題解決の

方向性が担い手間で共有されること、②課題を解決す

るためのスキルを担い手が提供できること、③活動の

場としての組織の存続が担保されていること、の 3つ

を挙げて、志縁の関係が行われるような実践的な活動

が積み重ねされることが重要であると指摘した5。 

以上、先行研究の調査では、歴史まちづくり法の認

定都市について活動の担い手がいかにつながっていっ

たのか、またどのような取り組みを行っているのかに

ついて言及したものは見つからなかった。そこで本稿

では、事例研究から担い手のつながりについて検証を

行い、マルチパートナーシップが機能するための要素

に着目する。 

ここで改めて用語の整理を行う。市民活動組織にお

ける地縁組織と志縁組織については、先に述べた櫻井

の分類に従う。それによると、行政区の伝統的コミュ

ニティ組織を地縁組織、NPO や市民活動組織を志縁

組織として用いている。しかし、本稿では担い手につ

いて地縁組織や志縁組織と断定的に定義することは避

けたい。理由として、事例研究で取りあげる事例に携

わる市民活動組織には、地縁的な人材によって組織化

された志縁組織があったり、彦根に住まない人も加わ

っている地縁組織が存在したりするからである。従っ

て、本稿では、「地縁的組織」と「志縁的組織」のとい

う表記で分類する。とはいえ、両者の区分を明確にし

たい訳ではない。担い手たちが、いかに互いに組織の

垣根を超えて交じり合っているか、という状況を見て

                                                      
5 従来の研究では、滋賀県長浜市の中心市街地活性化にむけ

て市民が主体となり新規組織の発足に関わった中心人物や、

発足の要因となったきっかけを調査した研究はある。しかし

これらは組織単位で捉えられていることから組織の発足か

ら変化の原因となる個人主体の関係までは明らかにされて

いなかった。そこで、長期間にわたる商店街活性化に関する

活動や組織の変化を追跡するだけではなく、まちづくりの担

い手間の関係に着目しまちづくり活動の担い手の継承の要

因について考察している。 

いきたいというのが本稿においての旨である。 

また、担い手の「つながり」とは、新川（2008）が

示すように、「行政と NPO によるパートナーシップだ

けではなく、地域コミュニティや伝統的な地縁的組織

等を結びつけることが必要である」という観点を含む。

第 5章で後述するが、事例研究として取り上げる彦根

市の事例によるマルチパートナーシップは、個人を先

駆けとして、地縁的組織と志縁的組織、あるいは志縁

組織同士、そして組織と行政が徐々につながりを広げ

ていく構造であった。そこで本稿では、風致形成に取

り組む担い手のマルチパートナーシップについて、地

縁的組織、志縁的組織、行政の関係性を総称して、「つ

ながり」という言葉を用いることとする。 

 

第 2 章 歴史的町並み保全の歩み 

 

 本章では、歴史まちづくり法制定に至るまでの経緯

について、1 節では、制度面における歴史的町並み保

全について概説する。2 節では、歴史まちづくり法の

制度内容と運用の現状について、3 節では事例研究の

ための選定理由を述べていく。 

 

2-1 町並み保全における法整備 

 歴史まちづくり法は 2008 年に制定された。文化財

や都市計画などに関連する数多くの制度の積み重ねに

よって成し得たことであるため、歴史まちづくり法に

ついての理解を深めるためにも、数々の制度について

時系列によって整理する。 

時代は明治期までさかのぼる。明治維新後に起きた

欧米主義や廃仏毀釈などによって、我が国古来の伝統

文化が軽視され文化財が破壊される危機に直面した。

これを受けて当時の文部省が古器宝物の保護令を布告

するよう太政官に提言したことから、1871年（明治 4）

「古器旧物保存方」が布告された。これは文化財保護

に関する国としての最初の措置であり、文化財保護思

想の普及と法制への大きなきっかけである。続いて

1897 年（明治 30）には「古社寺保存法」が制定され

た。困窮した社寺の救済、古社寺が保有する優品の保

護を目的としており、「特別保護建造物又は国宝の資格

があるもの」を定めている。1919 年（大正 8）には、
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まず、市街地建築物法において、「美観地区6」と「風

致地区7」の制度が導入された。環境の風致の保全と風

紀の維持を目的とした地区制度として、旧都市計画に

導入された。③「史蹟名勝天然記念物保存法8」では、

土地の開発や道路の新設、鉄道開通などの要因によっ

て史蹟や天然記念物が破壊されることから、現状変更

及び保存に影響を及ぼす行為への許可制が導入された。

1929年（昭和 4）には古社寺保存法の発展・拡充とし

て「国宝保存法」が制定され、指定対象には古社寺所

有のものだけではなく、国や地方公共団体、個人所有

のものまでが含まれた。 

戦後になると「文化財保護法」が 1950年（昭和 25）

に制定され、文化財の概念は大きく拡大する。1956

年（昭和 31）には「都市公園法」が成立し、1966 年

（昭和 41）には「古都保存法」が制定された。同法は

京都市双ヶ岡地区、鎌倉市鶴岡八幡宮裏の御谷地区の

開発問題をきっかけに、歴史的な建造物や遺跡周辺の

自然環境を守るべきとして地元住民による反対運動が

起きたことで制定されたものである9。同法では歴史的

風土を保存するために必要な自然的環境が豊かな地域

において、特に重要な地区を都市計画に定め、規制・

行為制限により損失補償などを導入し、古都の定義を

政治・文化の中心など歴史上重要な地位を有する都市

として定めた。具体的には、京都市・奈良市・鎌倉市

の 3市が法律で直接定められ、政令によって天理市・

橿原市・櫻井市・斑鳩町・明日香村・逗子市・大津市

が定められた。 

「古都保存法」制定以降は、住民参加が着眼される

ようになる。1968 年（昭和 43）の都市計画法全部改

正では、国にあった都市計画の決定権限が地方公共団

                                                      
6 美観地区の目的は主要建造物とその周囲の建造物が調和

のとれたものになるようコントロールすることにあった。 
7都市計画法第10条第2項で制定された景観と緑に関する地

域地区である。東京の明治神宮周辺地区が初の風致地区に指

定された。 
8 古社寺保存法によって建造物や美術工芸品が保存されて

いるのに対し、環境整備に関するものがなかったため制定さ

れた。 
9 鎌倉で起こった宅地開発による反対運動、奈良では県庁建

て替え問題や観光道路、温泉郷など開発への反対運動、京都

では国指定史跡双ヶ丘へのホテル建設構想や京都タワー建

設計画による住民反対運動が背景にあった（国土交通省

2011）。 

体に移譲され、住民参加の手続きが導入された。また、

1975年（昭和 50）には文化財保護法の改正も行われ、

新たな定義として「伝統的建造物群」が追加された。

この「伝統的建造物群」は文化財保護法第 142 条によ

ると、「周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成し

ている伝統的な建造物群で価値が高いもの」と定義さ

れる。市町村は自ら条例を制定し、現状変更の規制を

定め、「伝統的建造物群保存地区（伝建地区）」を指定

する。伝建地区の中でもより重要な価値を有する地区

は、「重要伝統的建造物群保存地区10（重伝建）」とし

て選定される。1996年には、文化財保護法の改正によ

って有形文化財（建造物）に「登録文化財制度11」が

導入された。 

また、2002年の都市計画法改正によって「都市計画

提案制度」、2004 年には「まちづくり交付金制度」が

創設された。地区計画制度改正によって形態・意匠・

緑化などが地区計画での規定が可能になった。こうし

たものは地域レベルでのまちづくりを支援するための

仕組みとして整備されたものである。また、「良好な景

観の形成の促進」を目的とした景観法12が 2004年に制

定された。同法に合わせて文化財保護法が改正され「地

域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土に

より形成された景観地で我が国民の生活又は生業の理

解に欠くことのできないもの」と定義される「文化的

景観」が新たに文化財に加えられることになった。 

とりわけ、重伝建の選定には、市民が主体となった

体制が必要とされる。保存対策調査には、専門家、地

                                                      
10 文化庁によると「市町村の保存・活用の取組みに対し、

文化庁や都道府県教育委員会は指導・助言を行い、また、市

町村が行う修理・修景事業、防災設備の設置事業、案内板の

設置事業等に対して補助し、税制優遇措置を設ける等の支援

を行う」と記載。 
11 対象となる建造物は、築 50年を経過している建造物のう

ち、国土の歴史的景観に寄与しているもの、造形の規範とな

っているもの又は際限が容易でないものが挙げられる。 
12 良好な景観の形成の促進を正面に捉えた我が国初の法律。

基本理念として「良好な景観は、美しく風格のある国土の形

成と潤いのある豊かな生活環境の創造に不可欠なものであ

ることにかんがみ、国民共通の資産として、現在及び将来の

国民がその恵沢を享受できるよう、その整備及び保全が図ら

れなければならない」とし、国、地方公共団体、事業者及び

住民の責務を規定するとともに、景観形成のための各種行為

規制のための景観計画や景観農業振興地域整備計画、景観地

区などの仕組みを創設している。 
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域住民、行政などで調査研究委員会が構成される。同

地区の決定手続きには、公聴会を開催するなど住民の

意見を反映させるために必要な措置を講ずることが定

められている。伝統的建造物を保存事業の紹介施設、

まちなみ保存センター等の案内施設として活用し、施

設の運営に地元の保存会や NPO が参画し、行政と一

体となって普及啓発に取り組んでいる例も多い13。選

定されるためには、こうした多様な担い手による協働

が必要となる。 

 

2-2 歴史まちづくり法の制定と運用 

 歴史まちづくり法の施行に至る経緯として、歴史的

風土審議会歴史風土部会に、「古都保存行政の理念の全

国展開小委員会」が設置された。2006年、同委員会は

古都保存行政の理念を全国に展開するために措置すべ

き事項について検討を行い、古都以外にも優れた歴史

的文化資産を今に伝える都市が多数存在することから、

国民共有の精神的なよりどころとして次世代に継承さ

れることを基本として、①まちづくりに係る制度が歴

史的文化遺産の保存・活用の軸として有機的に活用さ

れる発想を転換するとともに、歴史的文化遺産の継承

のための方法を法制面、財政面、税制面から検討すべ

き、②核となる歴史的建造物や自然環境は厳格に維持

保存しつつ、持続可能な住民生活が行われるよう修復、

復原・整備等、新たな価値を創出すべき、③価値の再

認識に資する普及啓発活動を推進するとともに多様な

主体が歴史的文化資産を活かしたまちづくりについて

合意、ルールを設けて実践するプロセスを確保すべき、

という報告を行った（舟引 2008）。 

古都保存法では対象都市が限定されているため、市

街地と区分された自然的環境の保全を対象としている

こと、また、文化財保護法は文化財単体の点的な保護

措置を図るものとしていることから、まちづくり全体

としての視点の必要性と文化財保護行政との一体的な

計画によって、施策推進のための制度的な枠組みが必

要とされた。 

以上の流れを踏まえて、2008年、歴史まちづくり法

                                                      
13 たとえば、2016年に選定された彦根市河原町芹町地区伝

統的建造物群保存地区においても古民家を活用し市民の手

によって修理・運営されているものがある。 

が施行された。「保存・継承小委員会」での検討から「歴

史上価値の高い神社、寺院、城跡等、国民共有の文化

的な資産及びその周辺の歴史的な建造物とそこで営ま

れる工芸品の製造販売や祭礼行事など、地域の歴史・

文化を反映しつつ営まれることにより、形成される風

情、情緒、たたずまいといった良好な環境」を歴史的

風致と定義した。維持管理に多くの費用と手間がかか

ることや、所有者の高齢化・人口減少による担い手不

足に対処していくための方策が求められることとなっ

た。 

各市町村は国の認定を得ることにより、法律上の特

例措置や各種事業による支援措置等が受けられる。支

援を受けるまでの同法の基本的な流れは、まず国が「歴

史的風致維持向上基本方針」を作成して公表し、その

基本方針に基づき各市町村が「歴史的風致維持向上計

画」を策定し国に認定を要請する。そして文部科学大

臣、国土交通大臣及び農林水産大臣が基本方針に基づ

き計画を認定したのち、法に基づく措置や事業による

支援が可能となる。 

同計画を策定しようとする市町村は、歴史的風致の

維持及び向上に関する施策を総合的かつ一体的に推進

するべく、庁内外の協議体制を構築し14、「当該市町村

の区域における歴史的風致の維持及び向上に関する方

針」を記載し、重点区域、文化財の保存・活用に関す

る事項、歴史的風致維持向上施設の整備または管理に

関する事項、歴史的風致形成建造物の指定方針、具体

的な施設整備等の事業スケジュールなどを考慮した計

画期間の設定を行う。また、計画に記載された事業の

円滑かつ確実な実施とその効果の合理的説明を計画に

記載し、公聴会やパブリックコメント等による住民意

見の反映措置を講じることが認定の要件となっている

（国土交通省 2011）。 

計画策定にあたって必要とされる協議会等は、①公

共施設の管理者協議、文化財の所有者の意見聴取、②

公聴会の開催その他住民意見の反映措置、③歴史的風

致維持向上協議会の意見聴取、④地方文化財保護審議

会の意見聴取などである。文化財保護行政とまちづく

                                                      
14 認定都市によってその体制は異なる。連絡のための部局

を設置する市もあれば、連携を図ることで体制を整えるとこ

ろもある。 
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り行政の緊密な連携のもと、国及び地方公共団体が、

文化財の保存及び活用、都市計画の決定、景観計画の

策定、歴史的風致維持向上施設の整備に関する事業の

実施、その他の措置を講ずることによって、総合的で

一体的な計画に基づき地域の伝統や文化を活かしたま

ちづくりを進め、地域の歴史的風致の維持及び向上を

図ることが重要となる（国土交通省 2008）。文化財行

政とまちづくり行政を中心として、農政、産業振興等

の部局とも連携した行政内部の連携体制の構築が求め

られた。 

また、計画には期限が設けられている。西村（2008）

は「期限付きの計画立案という制度によって歴史まち

づくりが否応もなく整備中心の事業計画となってしま

う点にやや懸念が残る。本来、歴史まちづくりという

ものは息の長い実践であるべきだからだ」と指摘する。

しかし、これは行政区が大きい都市、たとえば石川県

金沢市などは当てはまるかもしれないが、彦根のよう

な都市においては行政職員も市民であるなど、もっと

市民と行政の距離が近い。そのため、違った見解があ

るのではないかと考える。 

 

2-3 事例研究の対象である城下町・彦根 

 歴史まちづくり法では、形成されてきた市街地の良

好な環境、すなわち、「地域におけるその固有の歴史及

び伝統を反映した人々の活動とその活動が行われる歴

史上価値の高い建造物及びその周辺の市街地とが一体

となって形成してきた良好な市街地の環境」を歴史的

風致として定義している15。単に歴史上価値の高い建

造物が存在するだけでは歴史的風致とはいえず、地域

の歴史と伝統を反映した人々の活動が展開されている

ことまでが含まれている。同法はこうした歴史的風致

を「維持」するだけではなく、歴史的な建造物の復原

や修理など、様々な手法を用いて積極的に良好な市街

地の環境を「向上」させることを目的としている。ま

た、同法に期限が設けられていることにも注目したい。

これは恒久的に支援を行うというよりも、市民が主体

となって保全を行っていくためのきっかけをつくって

いくことがねらいのひとつでもあるのではないかと考

                                                      
15 「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」

第 1 章第 1 条にもとづく。 

える。 

そこで、事例研究のための大きな分類として城下町

を取り上げる。理由としては、同法の認定都市で一番

多い都市の成り立ち構造が城下町だからである。同法

が施行され 5年が経過した際に、国土交通省都市局公

園緑地・景観課が活動をまとめた報告書「歴史まちづ

くり法に基づく 5 年間の取り組み成果」（2014）を作

成した。同報告書によると、認定都市は初年度には 10

都市だったが 2013年度までの間に 44にまで増加した。

2016年 10月現在では 59 となっている16。全国的にみ

ると地方ブロックごとに東北は 7 都市、関東は 10 都

市、北陸は 2 都市、中部は 16 都市、近畿は 11 都市、

中国は 7都市、九州は 6 都市。関東と中部がそれぞれ

9 都市で最多である。また、認定都市の成り立ちに注

目すると都市構造別に城下町、宿場町、在郷町・産業

都市、寺社町（門前町、寺内町）、港町（川湊）、農林

漁業集落に分けられる。なかでも城下町が 29 都市と

最も多い17。そこで城下町の風致形成について取り上

げる。歴史まちづくり法で最初に認定された金沢市、

高山市、彦根市、萩市、亀山市の 5都市のうち、宿場

町である亀山市を除く 4都市は城下町であった。 

城下町を対象に絞り、次に着目したのは歴史まちづ

くり法に定められている計画推進体制の市民活動であ

る。最初に認定された城下町である金沢市、高山市、

彦根市、萩市の中でも計画推進の中に市民活動との連

携が見受けられたのは、彦根市と萩市であった。計画

推進について萩市との比較、萩市は NPO 法人萩町中

博物館との連携とはっきり記載しているが、彦根の場

合は市民活動として団体に限らずさまざまな市民活動

まで含めている。それは計画策定の段階で、彦根景観

フォーラムだけではない様々な活動を行う市民活動を

踏まえていたことが挙げられる18。はじめから市民活

動を前提として風致形成に取り組んでいる。 

以上より、本稿では彦根を事例として取り上げ、マ

ルチパートナーシップの視点から地縁的組織や志縁的

組織のつながりに着目して、風致形成に取り組む担い

手たちの関係性に着目していく。 

                                                      
16 歴史まちづくり法認定都市の現状については表 1を参照。 
17 国土交通省（2014）をふまえて筆者集計。 
18 2016 年 11 月 4 日志萱昌貢へのインタビュー。 
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第 3 章 滋賀県彦根市の取り組み 

 

2 章では、歴史的町並み保全においては、法整備の

段階が進むにつれて住民合意の必要性が顕著になって

いることがわかった。本章では、彦根市の概要、およ

び景観整備や文化財保護の現状、歴史まちづくり法に

おける策定計画について詳細にみていくこととする。 

 

3-1 彦根市の概要 

 滋賀県彦根市は2016年10月現在、人口約11万2000

人、面積は 196.87 平方キロメートル、うち琵琶湖の

面積が約 98平方キロメートルである19。彦根市は周辺

市域との合併をしていない。彦根市中心部の地形は昔

と全く変わっておらず、外堀が埋め立てられ道路にな

っているなど大きな変化を除けばまったく様子は変わ

っていない。 

 彦根の城下町は大規模な土木工事によって計画的に

造られた。計画当初、城下は大木の淵や沼のある湿潤

な土地が広がっていたため、一帯の水はけが悪かった。

そこで、現在の安清町あたりから北上して松原内湖に

注いでいた芹川（当時の善利川）を約 2キロメートル

に渡って付け替え琵琶湖に直流させるなど、足軽たち

による町の建設が行われた。また、現在の尾末町にあ

った尾末山をすべて切り崩して周辺の低地を埋め立て

たと伝えている。こうした土木工事によって城下町の

計画的な地割が可能となった。完成した彦根の城下町

は三重の堀によって区画されている。 

内堀の内側の第 1郭は、天守を中心として各櫓に囲

まれた丘陵部分と藩庁である表御殿（現在の彦根博物

館）などから構成される。内堀と中堀に囲まれた第 2

郭は、藩主の下屋敷である槻御殿（現在の玄宮園・楽々

園）と家老など 1000 石以上の重臣の邸宅が広がって

いる内曲輪と称した。中堀と外堀の間の第 3郭は、「内

町（うちまち）」と呼ばれた区域で、武家屋敷と町人の

屋敷が存在した。武士・町人あわせて居住していたが、

居住地は明確に区分されており、堀に面した洋書は武

                                                      
19 彦根市 HP 「彦根市について」

http://www.city.hikone.shiga.jp/0000003342.html（閲覧日

2016 年 12 月 26 日）。 

家屋敷と寺院で占められ、町人の居住区の大半はその

内側に広がっていた。広い敷地を有する寺院は一朝事

あるときは軍事的役割も担っており、武家屋敷ととも

に外堀の防衛線を形成していた。一方、町人の居住区

では、油屋町・魚屋町・桶屋町・職人町による分化配

置がみられ、築城当初は特定の職能集団が集住してい

た。外堀の外側は、第 3郭の「内町」に対して「外町

（とまち）」と呼ばれた。町人の住居と足軽の組屋敷が

あった20。また重臣の広大な下屋敷が置かれたのもこ

の町であった。彦根藩の足軽は、下組（中薮組・池須

町組）、善利組・上組（大雲寺組）、北組（切通組）、中

組、鐘叩町で構成されていた。足軽組屋敷は、城下町

のもっとも外側に、城下を取り囲むように屋敷を連ね

て、彦根城と城下町を守備する役割も担っていた。中

でも善利組の規模は大きく、外堀と善利川の間の東西

約 750 メートル、南北約 300メートルを占め、幕末期

の戸数は 700 を数えた。間口 5 間（約 9 メートル）、

奥行 10間（約 18メートル）ほどの敷地に、木戸門と

塀に囲まれており武家屋敷の体裁を整えた建物が連綿

と続いていた。建物内は土間をへて玄関・台所・納戸・

座敷の 4 部屋が「田」の字形に連なり、8 畳の座敷に

は床があり庭を望むこともできた。よその藩によって

は「足軽長屋」の形態がみられることが多いが、彦根

藩の足軽屋敷は庭付き一戸建て、小さいながらも武家

屋敷としての体裁を整えた構えが特徴的である。 

 現在、足軽屋敷は約 30 棟にまで減少しているが、

それでも 1 間半（約 2.7 メートル）の狭い路地や「ど

んつき」「くいちがい」などといった城下町特有の備え

が要所に残っている。天守や櫓とともに、このような

城下町の姿をよく残しているのも彦根の大きな特色で

ある。 

 

3-2 景観整備・文化財保護の経緯と現状 

 初めに、「彦根市指定文化財の環境保全地域内におけ

る行為に関する規定」が 1974 年に制定された。翌年

には、歴史的景観が保たれている旧魚屋町・旧職人町・

旧魚屋町（現・本町二丁目など）を伝統的建造物群保

存地区に指定するため調査を行った。 

                                                      
20 彦根市教育委員会文化財課作成資料「彦根市指定文化

財：解説シート 旧彦根藩足軽組屋敷（善利組太田家住宅）」。 
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1982年には、彦根市域の景観特性を「彦根市景観形

成基本方針」としてまとめた。1994年には「ルネサン

ス彦根 －城と湖と緑のまちの新たなる創生―」をテー

マとして、「彦根市都市景観基本計画」を策定した。そ

の後、同計画をもとにして、「快適なまちをつくる景観

条例」を 1996年に策定した。2005年には彦根城およ

び城下町を含めた 150ヘクタールを都市景観形成重点

地区に指定した。翌年には景観法公布を受けて「都市

景観基本計画」、「快適なまちをつくる景観条例」を同

法に合った制度に移行する方針を固めた。 

 彦根は国宝彦根城や国指定史蹟名勝玄宮園などをは

じめとする、歴史上価値の高い文化財が残る都市であ

る。彦根城の世界遺産登録へ向けて、文化庁から、①

既に世界遺産に登録されている姫路城という同種遺産

があることから姫路城との差異を明確にし、異なった

顕著な普遍的価値を有していることを立証すること、

②彦根城の石垣や楽々園建造物の保存修理、③文化財

保護体制の整備等を図ること、という 3つの課題が指

摘された。 

 また彦根市は、歴史まちづくり法の制定以前から、

景観保全を観光客誘致に役立てる都市政策を実践して

きたことでも良く知られている。たとえば、彦根市本

町に建設された夢京橋キャッスルロードが好事例であ

る。本町は 1603 年（慶長 8）に彦根城が築城したの

と同時に建設された街であり、現代に至るまで歴史的

な町並みを残している。しかし 1985 年、町を南北に

縦断する都市計画道路の街路整備が行われるのと同時

に、同ロードの建設が持ち上がることとなった。建設

は市が行ったが、工事や今後の本町の方向性をめぐっ

て地権者 68 人による「本町まちなみづくり懇談会」

を組織した。また、市が事務局を務める「本町地区ま

ちなみづくり検討委員会」も設置され、住民主体の活

動と行政主体の活動による取り組みによって進められ

ることになり、1988 年 4 月に決定した地区計画の内

容や、同年 7月に公布した「彦根市本町地区地区計画

の区域内における建築物の制限に関する条例」制定に

至るまでの間、両者で話し合いが行われた（稲垣ほか

2013）。 

結果的に「OLD・NEW・TOWN“城下町の伝統を

生かした新しい活気がみなぎる町”」をコンセプトとし

て、彦根城京橋門交差点から 350 メートル伸びる道路

を白壁と瓦屋根などで意匠統一した建造物にそろえ、

城下町の伝統を継承した町並みが整備された（佐藤ら

2013）。同ロードは「彦根市都市景観基本計画」にお

いて、自然と歴史と人々の生活が調和したうるおいあ

るまちづくりのモデル地区として本町地区を位置づけ、

今後の地域のまちづくりへ連動していくためのきっか

けとなることが期待されたのである（桑野 1995）。彦

根では 80 年代から地域住民の積極的な関与がありつ

つ、町並み景観の修景が行われてきたのである。 

国宝彦根城でいえば、動く景観保存とも言える試み

も行われた。内堀で運行されている屋形船（遊覧船）

である。2007 年に開催された築城 400 年祭をきっか

けに、市民から屋形船の復活を求める声があがった。

有志市民による NPO 法人で運行しているが、市は直

接出資していないものの、内堀の内水面の就航や浮桟

橋について占用使用許可を与えている21。江戸時代の

彦根城では内堀に屋形船を浮かべて「船遊び」をした

りしていた。また堀は琵琶湖と直結しており、内堀が

物流の経路となっていて、屋形船の運航は江戸時代の

風景と取り戻す試みでもあった。 

 

3-3 歴史的風致向上計画の策定 

 現在においては、高度経済成長の下で都市開発が進

行し、人々のライフスタイルや価値観の多様化等進展

によって歴史的風致の維持ができなくなりつつある。

現在残っている伝統文化や伝統技術によって形成され

た歴史的建造物や美術工芸品などの歴史文化遺産を、

今後さらに彦根の個性として磨き、魅力を高めていく

には、これらの歴史文化遺産を保存・活用しながら歴

史風致を維持向上し、後世に伝えていくことが求めら

れる。 

 このように、彦根では国宝である彦根城の世界遺産

登録を目指した運動などに関連して身近な彦根の歴史

文化遺産に対する市民の関心が大いに高まり、その価

                                                      
21 文化財保護法第 80 条「特別史跡名勝天然記念物又は史跡

名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則」国

指定史蹟に認定された場合、工事を行う際には文化庁へ現状

変更届を提出する必要がある。遊覧船乗り場は特別史跡内で

あるため、船着き場を設ける際に許可が必要となる。 
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値の再評価と保護が強く求められるようになった。さ

らに、文化財として保護する対象の広がりや、文化財

相互の関連性を踏まえた周辺環境の保護および整備の

必要性にも気が付き始めている。このような背景のも

と、彦根固有の歴史的風致を維持し、さらなる向上を

図るため、「彦根市歴史的風致維持向上計画」（主体：

彦根市／計画期間平成 20 年度～29年度）を作成した。 

国の方針に従い、歴史的風致維持向上計画を策定し

ていく中で、対象とする重点区域を定めなければなら

ない。彦根では、景観法による彦根市景観計画が指定

する城下町景観形成地域の全域と琵琶湖・内湖景観形

成地域の一部が該当するとともに、世界遺産登録を進

めている「彦根城と城下町」の緩衝地帯とも主要部分

が重複している。景観法の発展的な活用と世界遺産登

録へ向けた効果的な整備を見据えながら計画が位置づ

けられている。 

 同計画にもとづき「彦根城と城下町地区」の約 400

ヘクタールを重点区域として維持向上のための施策を

展開する。この地域は都市計画マスタープランで「旧

城下町地域」として基本方針22を掲げている区域でも

あり、景観計画においても「城下町景観形成地域」と

して景観保全に取り組んでいる。 

重点区域内におけるさらなる保護として、①都市計

画：2004年度に用途地域の見直しを図り、地域に即し

たまちとなるよう変更を図った。今後は歴史的建造物

の周辺環境や歴史的まちなみが保全できるように「用

途地域の変更」、「高度地区」および「地区計画」など

都市計画制度の活用を進めていく予定である。②景観

計画：2007年度に城下町景観形成地域を指定し、歴史

的景観の形成に努めている。景観重要建造物の指定に

ついては城下町景観形成地域における「景観重要建造

物候補リスト」を 2008 年度に作成し、１次候補とし

                                                      
22 「基本方針 1」では、彦根固有の歴史や風土に根付き、伝

承されてきた祭礼、伝統行事、伝統芸能および伝統工芸・伝

統技術などを継承するための活動組織の育成・強化、また学

校教育や生涯学習との連携による後継者育成の環境づくり

を進める。「基本方針 2」では、彦根の歴史的景観を積極的

保存について、歴史的建造物の調査・データベース化を図る。

また、文化財指定に至らない歴史的建造物や歴史的なまちな

みについては「地域まちづくり計画」を策定することで保全

を図る。「基本方針 3」では、市民と行政の協働による歴史

的風致維持向上のための活動催促への支援について記載。 

て 92 棟をリストアップしている。今後候補リスト掲

載建造物から積極的に指定を行うなど、まちなみ保全

に向けた取り組みを進める。③屋外広告物：屋外広告

物に係る届出許可事務について 2009 年度に滋賀県か

ら権限移譲される。今後重点区域に係る屋外広告物の

表示及び屋外広告物を提出する物件の設置に関する事

項について、独自の基準を策定し、平成 23 年度に彦

根市屋外広告物条例の制定に取り組む。 

計画に盛り込まれている事業は大きく 4つある。①

都市公園の整備事業：特別史蹟彦根城跡、彦根城跡石

垣悉皆調査事業、名勝玄宮楽々園、玄宮園植栽事業、

②道路の整備事業：善利組足軽屋敷「芹橋二丁目」・尾

末町地区、尾末町地区・花しょうぶ通り・七曲り仏壇

街・魚屋町地区・金亀会館・伝馬町地区それぞれに対

して修景舗装事業・道標・案内板設置事業の 3種、及

び彦根城御門跡案内板等設置事業、③駐車場・駐輪場

の整備事業、である。 

 さらに、彦根市は計画策定を行うとともに、まちづ

くり部局と文化財部局との連携として、新たに「景観・

まちなみ保全室」を都市計画課内に設置した。計画実

施体制として、事業設計を作成する庁内各担当課と関

連する県・市民活動団体との連携を図る。事務局は都

市計画課の景観・まちなみ保全室、文化財課とで調整

を行い審議組織として文化財委員会、景観審議会、歴

史遺産保存検討委員会、都市計画審議会が位置づけら

れた。市民団体等・滋賀県と彦根市の連携によって行

われる。 

 

第 4 章 風致形成の取り組み 

 

 3 章では彦根市の概要、景観整備として夢京橋キャ

ッスルロードの建設に際して、住民合意があったこと、

そして歴史的風致維持向上計画の事業内容について述

べた。本章では、計画内で事業として位置づけられて

いる、2 つの風致形成の取り組みについて、関係性の

ある組織の概要と風致形成の 2事例についてそれぞれ

述べていく。 

 

4-1 風致形成にかかわる担い手たち 

 風致形成に取り組む組織には、地域によるつながり
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である地縁的組織、NPO など課題解決の目的別につ

ながる志縁的組織に分類される。彦根における地縁的

組織、志縁的組織についてみていきたい。 

（1）地縁的組織 

彦根市内で活動する地縁的組織は、通常の自治会の

ほか、代表的なものとして彦根辻番所の会、花しょう

ぶ通り商店街などが挙げられる。 

彦根辻番所の会（以降、辻番所の会）は 2009 年に

任意団体として発足した。前身は任意団体の足軽倶楽

部だった。芹橋地区に残る辻番所機能を備えた最後の

足軽屋敷が売却の危機に瀕した際、地域住民で「古民

家再生トラスト」を立ち上げ、寄付を募った。集まっ

た寄付金を市に寄付することでトラストは解散したも

のの、トラストに参加していた地域住民有志によって

辻番所の会を設立したのだった。保存されることとな

った辻番所は市が所有することになったが、管理は市

の委託を受けて同会が行っている。また、同会の会員

が自治会の会員でもあるので、自治会内に設置された

まちづくり懇話会の会員 16 人はすべて辻番所の会会

員である23。 

花しょうぶ通り商店街は古くからある商店街で、

1996年に改称する以前は、上恵比須商店街と呼ばれて

いた。芹川を付け替えてできた商店街なので、独特の

地形となっている24。現在は 26 店舗が営んでいる25。

古くからの町家も現存しており、その１つが寺子屋力

石である。江戸時代に寺子屋として使われていた建物

で、レコード店や駄菓子屋などとして転々と商いを続

けていたが、長らく空き家になっていた。この歴史あ

る町家を活用できないかという声が商店街から上がり、

志縁的組織と協力しながら「寺子屋」として活用する

策を打ち出すことになった。その後、出火元不明の火

災で全焼するなど、数々の困難を乗り越えて再建され

るまでに至った。 

歴史まちづくり法に定められた区域のうち、都市計

画の計画道路が花しょうぶ商店街を貫き、区画整理さ

                                                      
23 まちづくり懇話会については 5 章で詳しく触れる。 
24 町家だけでなく、洋風の近代建築（登録有形文化財）も

一部残されている。詳しくは 5 章で触れる。 
25 彦根商店街連盟 HP 

http://www.hikone-kiina.jp/member/hanashobu/ （閲覧日

2016 年 12 月 25 日） 

れてしまう将来像が発覚した。この事態を受けて、商

店街および住民が地域の価値を認識し、同時にまちな

みを重要伝統建造物群保存地区に選定するための動き

が立ち上がったのだった。 

（2）志縁的組織 

まず、本稿における中心的な志縁的組織として、歴

史的風致維持向上支援法人26に指定されている NPO

法人彦根景観フォーラム（以下、彦根景観フォーラム）

がある。滋賀大学に残されたヴォーリズ建築である陵

水会館（国登録文化財）の会議室にて月例会を開催し

ている27。 

彦根景観フォーラムの設立を皮切りにして様々な志

縁組織が登場することになる。2014年には、地縁的組

織と志縁的組織を含めた団体で構成される彦根歴史的

風致活用実行委員会が設立された。委員会の構成団体

は、彦根根辻番所の会、彦根藩足軽中薮組瀧谷家「ま

ちかど資料館」、彦根景観フォーラム、庭師集団いろは

組、小江戸ひこね町屋活用コンソーシアム、NPO 法

人湖東焼を育てる会、任意団体・まち遺産ネットひこ

ね、NPO 法人ひこね文化デザインフォーラムの 8 団

体である。設立当時は 6団体で構成されていたが、そ

の後 NPO 法人ひこね文化デザインフォーラム（以降、

ひこねデザインフォーラム）、任意団体・まち遺産ネッ

トひこね（以降、まち遺産ネットひこね）が加わった。

これら 8団体で構成する同実行委員会の中でも、地縁

的組織と密接にかかわる志縁的組織について取り上げ

ていく。 

彦根景観フォーラムは 2002 年に任意団体として発

足し、2004 年に法人化された。彦根には、滋賀大学、

滋賀県立大学、光泉大学の 3つの大学があり、大学教

員のネットワークで成り立っている。建築学の研究者

                                                      
26 歴史まちづくり法 第 34 条「市町村長は、一般社団法人

若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法第 2条第 2

項に規定する特定非営利活動法人であって、次条に規定する

業務を適正かつ確実に行うことができると認められるもの

を、その申請により、歴史的風致維持向上支援法人として指

定することができる。」 
27 ウィリアム・メレル・ヴォーリズ（1880－1964）。米国

人の建築家。滋賀県近江八幡市を拠点としてキリスト教の伝

道活動に携わる一方、慈善事業、厚生事業（メンソレータム

の販売など）のほか、近代建築の設計で知られる。たとえば、

関西学院や神戸女学院、豊郷小学校などを設計している。 

http://www.hikone-kiina.jp/member/hanashobu/
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が比較的加わっており、専門家が多く集まっている。

当時の理事長は山崎一眞・滋賀大学教授である。2009

年に彦根で開催された日仏景観フォーラムに際して、

山﨑が他大学の教員に呼び掛けた。彦根市内の歴史的

景観を構成する場所をフォーラム内で行ったまち歩き

で紹介し、その際に足軽屋敷の重要性を説明した。当

時、足軽屋敷は空き家が目立つ状態で、ますます悪化

する保存状態を公開した。 

小江戸ひこね町屋情報バンクでは、彦根の伝統的な

町屋や古民家を活用し、歴史あるまちなみを守るため

利用希望者の要望別にプランを設定している。空き家

の所有者の意向（賃貸、売却）や空き家を利用したい

人に対して情報提供を行ってきた。小江戸ひこね町屋

活用コンソーシアムは彦根商工会議所彦根異業種交流

研究会町屋活用委員会、NPO 法人五環生活、湖東地

域定住支援ネットワーク、彦根市、滋賀大学、滋賀県

立大学、芹橋二丁目自治会まちづくり懇話会が加わり、

どのようにして空き家となっている町屋を発見・活用

していくのかについて協議を展開している。 

まち遺産ネットひこねは、2009年に設立した。当時、

彦根市の文化施設で行っていた市民事業を共にしたメ

ンバー5 人によって立ち上げた。メンバーの鈴木達也

が静岡大学教育学部時代、日本史専攻で歴史に詳しか

ったことを活かして彦根の雰囲気をよく残した風景を

紹介するためにまちあるきマップを制作している28。 

2009年 9月にはNPO法人ひこね文化デザインフォ

ーラムが設立された。歴史手習塾プロジェクトと標榜

して、音楽鑑賞会や歴史講演会などを主催する。古民

家を再生利用した宿泊・交流施設「本町宿」の経営も

行っている。正会員 25 人（2015 年 7 月末現在）、年

会費は個人会員 1 万 2000 円、事業者会員 5 万円であ

る。NPO 設立当初から彦根市所有の文化施設「ひこ

ね市文化プラザ」の指定管理者であった。しかし、2014

年度以降の運営団体の公募で、全国規模で展開する施

                                                      
28 2016 年 12月までで 9 種類のマップを制作。彦根城博物

館所蔵の『御城下惣絵図』をもとにしている。地形が当時の

ままであれば絵図をそのまま用いて、当時と状況が変わって

いる場合は絵図と現在の地図を併せてつくる。マップは主に

鈴木が構成・編集するが、デザインは足軽屋敷を借りて住む

デザイナーに依頼している。（2016 年 5 月 31 日、鈴木への

インタビューより） 

設管理会社に敗れてしまった。もともと施設管理のた

めに立ち上げたこともあり、これからどのように職員

を養っていけばよいか、と考えた末に歴史手習塾など

の文化関連プログラムを立ち上げることになった。 

以上のように、彦根には地縁的組織、志縁的組織の

両組織が多数あり、地道な活動を続けていることが浮

き彫りになった。次節では、歴史まちづくり法による

認定によって活発になっている動きを紹介する。 

 

4-2 城下町に残された足軽屋敷の保存と活用 

（1）概要 

 足軽組屋敷は 1606年（慶長 11）に中藪組 6組、善

利組 12組が設置されたのを皮切りに、1617年（元和

3）の足軽増強によりさらに善利組に 8組を設置した。

1629 年（寛永 6）の際の増強では切通組、大雲寺組、

中組がそれぞれ新設された。彦根藩では江戸時代の早

い段階に足軽屋敷が出来上がっており最終的には北組、

中組、鐘叩町組、上組、善利組、池須町組、中藪組の

7つの組（居住区）となった。1120人にも及ぶ足軽は

鉄砲組と弓組に分けられ、鉄砲 50人組を 1組、40人

組を 5組、30 人組を 25 組、弓 20 人組を 6組、計 37

組で編成され、300 石以上の「物頭」とさらに足軽の

中間管理職のような存在である「手代」が統括してい

た。 

 7 組の足軽組屋敷は、それぞれ外堀の外側に位置し

ている。外堀北西から東に向かって中薮組、池須町組、

善利組、上組、北東に向かって中組、鐘叩組、北組が

位置している。北組、中組、鐘叩組は、鉄道の開通に

伴う彦根駅の建設や駅前通りの設置によって分断され、

当時の地割がかろうじて残ってはいるものの足軽屋敷

自体は残っていない。近代化の影響を受けなかった西

側の足軽屋敷が比較的当時のままで残っている。 

（2）市指定文化財の足軽屋敷 

現在足軽屋敷は、約 30棟残っており、うち 10 棟が

彦根市指定の文化財となっている。彦根市指定文化財

の足軽屋敷は善利組で 9棟、中薮組で 1棟である。そ

れぞれの足軽屋敷について特徴を述べていく。まず、

足軽屋敷で最初に市指定文化財となったのが太田家住

宅である。旧芹橋 14 丁目中央付近に位置し、主屋は

切妻造・平入りで外壁は塀と一体化している。次に、
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旧芹橋 12 丁目の中央に位置する吉居家住宅は、主屋

間口 4間、奥行き 6間半の切妻造・桟瓦葺の中二階形

式である。吉居家の特徴は、1836 年（天保 7）に彦根

藩普請方が作成した『御城下惣絵図29』に「吉居平太

郎」の名前が記載されいる点である。また、1781 年（天

明元年）『三拾七組家並帳』（彦根市立図書館所蔵）な

どの 5冊の「家並帳」にも一貫して「吉居」姓が確認

できる。現在、家主は岐阜県大垣市に住んでおり、長

くこの家に住んでいなかった。2010年度に彦根市指定

文化財とするため建物調査を実施した際、江戸時代の

姿を良好にとどめていることが判明し、同時に随所に

傷みが確認されたため所有者と協議を行った。文化財

として保存修理し居住したいという思いを受け、2011

年度－2012 年度の 2 年で保存修理実施計画を立て、

市からの補助金により保存修理を行った。主に 2011

年度は建物の外装や構造材の補強を中心に修理を行い、

2012年度は門や塀の整備、内装の修理をした。 

北川家住宅は旧芹橋 10 丁目の中ほど、表通りの南

東側に位置する。「御城下惣絵図」では間口 5 間、奥

行き 10 間の敷地として描かれている。しかし現在は

西隣の敷地を入手しており間口は 2 棟分で 10 間であ

るが、指定されているのは敷地北側に建つ 1棟のみで

ある。主屋は切妻造り・桟瓦葺で、間取りは「ざしき」、

「げんかん」、「なんど」、「だいどこ」の 4室に「おも

てげんかん」が突出して付き、表通り側に土間が設け

られている典型的な足軽屋敷の平面形である。指定部

分の家屋は江戸期以降に増築されたと考えられている。

若干の改造はあるものの、江戸時代の善利組足軽屋敷

の姿を良好にとどめている。 

椿居家住宅は旧芹橋 14丁目に位置している。「御城

下惣絵図」では間口 4 間半、奥行き 10 間の敷地とし

て描かれているが、この後に南隣の屋敷を与えられ、

間口 10 間となり現在に残っている。足軽屋敷の所有

者について足軽の系譜がたどれるものは吉居家住宅の

一軒だったが、当家についても「御城下惣絵図」に「椿

居紋右衛門」の名前が記載されていたこと、また、通

りに沿った家の当主の名を並び順に横帳に列記した

「家並帳」にも一貫して「椿居」性の系譜をたどるこ

                                                      
29 彦根市指定文化財であり彦根城博物館が所蔵している。 

とができた。 

善利組足軽屋敷が多く残る中、中藪組で唯一、市指

定となっているのが瀧谷家住宅である。旧東栄町（栄

町一丁目）に位置し、主屋は切妻造・桟瓦葺、木戸門、

目板瓦葺きの塀を構えている。1855年（安政 2）の「家

相図」と比較しても江戸時代後期の足軽屋敷の姿を良

好にとどめている。鉄砲組だった当家の蔵には 1000

点を超える所蔵物があり、火縄銃や練習で使っていた

的や、500発撃った中での命中と外れを記した記録帳、

さらに新式銃の弾丸と火薬をセットして紙で包んだ早

盒（はやごう）などといった当時の様子を伝える品が

多く残る30。2013 年 10 月、所有者や学芸員によって

「まちかど資料館」として瀧谷家の公開を開始した。

屋敷の公開だけでなく、瀧谷家の所蔵物をテーマごと

に入れ替えて展示し、年に 2 回の公開を行っている。

これは、彦根歴史的風致活用実行委員会が文化庁の文

化芸術振興費補助金を受けて文化遺産を活かした地域

活性化事業を実施している。また、当家に伝わる古文

書を用いてくずし字の読み方を勉強する古文書勉強会

を開いており、講師には彦根古文書同好会の方が参加

している。 

 2004年及び 2007年に一棟ずつ市指定文化財となっ

た足軽屋敷は、2009 年の歴史まちづくり法認定以降

10棟にまで増えた31。古民家トラストによって足軽屋

敷の価値を再認識したこともあり、2009年に歴史まち

づくり法に認定されてからその数は大きく変化するこ

ととなった。 

 

（3）多様な資金によって保存・修理された辻番所 

 保存のきっかけは旧磯島家の所有者が売却の話を持

ち出したことだった。善利組足軽屋敷である芹橋地区

は外堀と芹川の間に南北まっすぐの道をつくり、両隣

に屋敷が立ち並んでいた。善利組の南北の道のほか、

東西には 2 つの筋があり、その間を見張るべく辻番所

が各通りに設置されていたという32。しかし、城を守

                                                      
30 まちかど資料館として公開すべく、彦根城博物館の学芸

員と一緒になって所蔵品の検品を行った。 
31 市指定文化財となっている足軽屋敷の一覧は表 2を参照。 
32 辻番所に掲げられている説明パネルや辻番所のパンフレ

ットによる。 
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る役目を終え、辻番所は次々と姿を消した。旧磯島家

は辻番所機能を備えている最後の現存する住宅であっ

た。辻番所という善利組のシンボルが失われてしまう

ことに当時の地域住民は非常に危機感を覚えた。地域

住民らは何とかならないか、と市役所に相談するも、

文化財でもない民間所有の住宅を購入するのは困難だ

った。そこで彦根景観フォーラムに相談することにな

る。きっかけは、同フォーラムが講演を行う際、パワ

ーポイントに乗せていた連絡先情報だった33。事情を

聴いた彦根景観フォーラムでは内部での議論において、

①市に陳情して市の財政負担で購入してもらう方法、

②資金的にゆとりがあり保存再生に理解のある有力者

に購入してもらう方法、③不特定多数の市民による募

金によって市民団体で購入し再生する方法の 3つを提

案した（山崎 2009）。②については有力者が見つかっ

たものの、保存活用までの状態に踏み切るとまでには

至らなかった。そこで、手を尽くした後の最終手段と

することにし、結果的に①と③の方法を組み合わせた

ものを行うことになった34。 

「辻番所をもつ足軽組屋敷」の保全に賛同する方か

らの寄付金を募るべく、「彦根古民家再生トラスト35」

を 2007 年 12 月に立ち上げた。個人は一口千円から、

大口は 1万円から寄付を募る。目標額を 1千万円に設

定し所有者の意向もあり、寄付募集期間を 2008 年 3

月末とした36。彦根古民家再生トラスト立ち上げから 3

月中旬までで 550万円の寄付が集まった。しかし目標

額に届かなかったこと、市民による動きに市も対応す

べく、最終的には市が 900 万円で買い取る形となりト

ラストで集まった寄付金は市に収めた。 

（4）辻番所の会による自主管理 

 トラスト運動のあと、参加メンバーの有志によって

立ち上がったのが、辻番所の会である。同会員は芹橋

                                                      
33 2016 年 11月 19 日に行われた重伝建シンポジウムにて。 
34 山崎（2009）によると「本来であれば市が買い取って所

有し、地域住民が自分たちの資産として自主的に運営すべき。

しかし所有者の事情を考えると迅速な行動と決断が必要で

あり、行政のスピード感には限界がある」と述べている。 
35 彦根景観フォーラムが中心となり 60 名で立ち上げた。 
36「交渉の末、建物の先買い権が先方から発起人らに与えら

れた。期限内に発起人らが購入する場合には利益を生むため

ではなく保存再生のためという考えに賛同して市場価格の

9 掛けとする」（山崎,2009.p.88） 

二丁目の住民で構成されている。市が辻番所を買い取

った際、管理は同会に委託された。土曜、日曜、祝日

には無料で辻番所の公開を行っている。時間は午前 10

時から午後5時まで。2人ずつの当番制で家番を行う。

この家番には、同会員だけではなく近隣住民がボラン

ティアとして加わっている。辻番所の会会員はほとん

どが定年退職、もしくは自営業を行っている人々であ

り、平均年齢が 80 歳近くである。辻番所へは彦根城

から 15 分ほど、四番街スクエアから 5 分ほど歩くた

め、観光客はあまり訪れないが、無料ということもあ

り、住民がちょっと立ち寄って世間話や自治会の連絡

事項を話す、といった場になっている37。足軽屋敷は

ただ公開するだけでなく、展示や講演会、辻番所サロ

ンと称した講演会を行っているなど、芹橋地区のコミ

ュニティ形成の拠点になりつつある。 

 

4-3 重要伝統建造物群保存地区と商店街の関わり 

（1）概要 

 次に、彦根市で初めて重要伝統建造物群保存地区と

なった花しょうぶ通りを取り上げる。「河原町芹町地区

伝統的建造物群保存地区」として 2016年 7月 18日に

選定された。重要伝統的建造物群保存地区としては全

国で 112件目であり、名古屋市有松伝統的建造物群保

存地区と同時の選定だった38。滋賀県内における新規

選定は 17 年半ぶりで、近江八幡市八幡地区、大津市

坂本地区、東近江市五個荘金堂地区に続いて 4か所目

となる。文化審議会による答申において「芹川の経路

を付け替えて整備した城下町の特徴ある町割りを現在

にとどめるとともに、江戸時代から昭和戦前期に建て

られた町屋等が良好に残り、商屋町としての歴史的風

致をよく示し、わが国にとって価値が高い」と指摘さ

れた。これは 3つある重要伝統的建造物群の選定基準

①伝統的建造物群が全体として意匠的に優秀なもの、

②伝統的建造物群及び地割がよく旧態を保持している

もの、③伝統的建造物群及びその周囲の環境が地域的

                                                      
37 筆者も辻番所に訪れた際、何度か当番以外の会員と住民

が話しているところに遭遇している。 
38 文化庁 HP「報道発表 重要伝統建造物群保存地区の選定

について」

http://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/hodohappyo/

2016052003.html（閲覧日 2016 年 12 月 25 日） 

http://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/hodohappyo/2016052003.html
http://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/hodohappyo/2016052003.html
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特色を顕著に示しているもの、のうち②に該当する。 

 

（2）特徴ある地割を残す町並みと登録文化財 

 河原町芹町は彦根城下町の南東の隅につくられた町

人町である。城下町と中山道、湖東地域の農村部や山

間部を結ぶ芹川北岸に沿った町並みで、江戸期には河

原町、袋町、安清町、善利新町と呼ばれていた。ゆる

やかな S 字になっている通りは幅 2間程度で、ゆがみ

ながらも短冊状の地割となっている。この独特の地割

は、彦根城下町が建設された際、かつて松原内湖に注

いでいた善利川約 2キロメートルを現在の河道に付け

替えて整備した当時の名残が色濃く残っている。 

建造物に目を向けると、その多くが切妻造り、瓦葺、

2 階建てといった伝統的な町屋が建ち並ぶ町並みとな

っている。しかし、花しょうぶ通りの魅力は敷地に合

わせて不整形に建てられているところ、そして、近代

以降も商業地として栄えた様子を伝える、近代建築や

外観を洋風にしている 5 件の登録有形文化財の存在

である39。保存地区の一番西に建つのが、滋賀中央信

用金庫銀座支店店舗である。1919 年（大正 7）に建て

られ、交差点に面した斜めの角を正面としている。通

りをそのまま東へ進むと、旧川原町郵便局舎だった高

崎家住宅主屋が現れる。1934年（昭和 9）築である建

物は、もともと 2階建ての桟瓦葺き切妻造りの町屋だ

った。郵便局への転用に伴い、通りに面した外観を洋

風にし、現在は「逓信舎」と名前を変えアートギャラ

リーやコミュニティエフエムの発信地、カフェを行う

など活用されている。通りの向かいには 1936 年（昭

和 11）に建てられた宇水理髪店があり、外観正面のア

ーチ上部にはバリカン、両端の柱頭にはアカンサスの

葉などさまざまな装飾が施されている。 

横断歩道を渡った通りの東側は、西側の商店街のあ

る通りに比べて住宅街となっている。江戸時代後期に

建てられた森家住宅主屋、明治時代後期に建てられた

旧石橋家住宅東主屋、他 7 棟が登録有形文化財になっ

ている。旧石橋家住宅は地区の最東にあり、道路に面

した表屋造りと呼ばれる京都の町屋に多く見られる構

造となっており、彦根では珍しい建物である。北海道

                                                      
39 花しょうぶ通りにある登録有形文化財の一覧は表 3 を参

照。 

小樽において醤油醸造業で財を成し、第 12 代彦根町

長を務めた石橋彦三郎氏の本宅兼店舗として建てられ

た。その後は財団法人千歳共済会が所有していたが、

伝統的建造物群保存地区候補地として調査を行った際、

同建物と宅地を文化財として活用してほしいという趣

旨で寄付の申し出があり、2011 年 12月に申請書が受

理された。雨漏りがひどく、現在では畳がすべて外さ

れていて今後どのように活用していくかは具体的に決

まっていない。 

 

（3）選定に至る経緯 

 花しょうぶ通り商店街では、住民や商店街組合の

方々によって狭い道路と古い町並みを活かしたまちづ

くりが活発に行われてきた。彦根景観フォーラムによ

る寺子屋力石を「ひこね街の駅」として再生、活動拠

点としてまち歩き事業や「それぞれの彦根物語」とい

う語らいの場を設けている。「ひこね街の駅」活動では、

「戦國丸」という石田三成にまつわる展示スペースや、

かつて郵便局だった機能を活かし「逓信舎」を開設す

るなどさまざまな取り組みを行っている。 

2009年度－2010年度にかけての 2か年で彦根市は

文化庁の補助金を受け、伝統的建造物の実測調査やま

ちなみ保存対策調査を実施し、その調査を濱崎一志（滋

賀県立大学教授、現・彦根景観フォーラム理事長）へ

委託した。 

2011 年 3 月には「彦根市伝統的建造物群保存地区保

存条例」が制定され、地元住民や大学教授による伝統

的建造物群保存審議会が発足し、「彦根市河原町芹町地

区伝統的建造物群保存地区保存計画」を策定した。し

かし、準備が進む中で、花しょうぶ通りに都市計画道

路が予定されていることが明らかになった40。また、

行政の尽力が大きかったこととして、既存都市計画道

路の見通しがあげられる。都市計画道路「長曾根銀座

河原線（河原工区）」に対して、「錦船町線（錦区）」が

接続されていた。しかし、両計画道路の沿線である花

しょうぶ通りには、登録有形文化財など町並みを形成

する建造物が複数あったため、都市計画道路の建設を

                                                      
40 彦根市（2014）によると「長曾根銀座河原線（河原工区）」

の計画があり、沿線には歴史的建造物や景観重要建造物が多

く存在していた。 
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見直す必要があった。伝建地区は、都市計画法に基づ

いて地方公共団体が保存地区を定めることとなってい

る。花しょうぶ通りの歴史的風致を残すべく、計画道

路の変更を見直す事業を歴史的風致維持向上計画内の

事業として取り入れた。また、伝建地区における伝統

的建造物については現状維持あるいは復元が条件とな

っているため、伝統的建造物以外の建物の建て替えや

新築には歴史的な町並みと調和するよう基準に適合さ

せる必要があり、住民の合意が必要となる。そこで、

2012年 11月から、河原町と芹町で住民説明会が開か

れ協議が行われた。 

 市文化財課の深谷覚は「ここ（重伝建として認定さ

れる）まで 8年かかった。計画道路の変更さえなけれ

ばもう 3年縮められたと思うが、この 3 年は選定に必

要な 3年だった」と語った41。 

 

第 5 章 多様なつながり方 

 

4 章では、風致形成の担い手には地縁的組織と志縁

的組織に分けられる市民活動組織が存在すること、ま

た歴史まちづくり法認定後の動きとして、伝統的な建

造物保存をめぐる取り組みが展開されていることを述

べた。本章では、足軽屋敷辻番所の保存と河原町芹町

重要伝統的建造物群指定の 2つの風致形成の取り組み

について、多様な担い手たちがどのようにつながりを

形成したのかについて論じる。 

分析の視点としては、マルチパートナーシップを用

いて担い手間のつながり方に着目する。1 節では個人

の動きから組織化、2節では市民活動組織のつながり、

具体的に地縁的組織と志縁組織のつながり、志縁組織

どうしのつながりについて述べ、最後にこれら市民活

動組織と行政のつながりといった時系列に沿って論じ

る。主に彦根景観フォーラムがこれまで発行した情報

誌や、大学機関の研究報告書等を参考にした。 

 

5-1 個人から組織化へ 

彦根景観フォーラム設立のきっかけは、2002年に山

崎一眞が滋賀大学へ赴任し、産業共同研究センター教

                                                      
41 花しょうぶ通り商店街にある旅館で開かれた「重伝建選

定記念シンポジウム」（2016年 11 月 20 日）後の感想。 

授となったことだった。同年 NPO 法人化になる前段

階の彦根景観フォーラムを立ち上げ、山崎が当時の同

フォーラム理事長を務めた。活動の大きなきっかけは

2003年 9月 23日、24日に開催された「日仏景観会議・

彦根」である。同会議を担当したのが山崎だった。日

仏景観会議の目的は「日本の景観について、フランス

との情報交流を行いながら、国際的視野にわたって議

論することにより、広く景観に対する意識の向上を図

るとともに、優れた景観の形成に寄与すること」であ

る。1999 年 6 月に埼玉県吉田町で開催されたのをき

っかけとしてはじまった42。彦根は開催 4 都市目にあ

たり、会議のテーマは「時のデザイン」であった。会

議初日は彦根の価値の再発見を目指した歴史解説や、

彦根のまち歩きの中で足軽屋敷の案内を行った。二日

目は討論を行った末、「未来に向けた宣言」の採択を行

った。宣言は 5 点ある。①世界遺産にふさわしい彦根

都市ビジョンの作成、②彦根らしい都市景観の考え方

や制度の研究と実現努力、③歴史文化や技術の調査・

研究、教育と学習、④街なか観光や街なか居住の振興、

⑤永続的な「彦根景観フォーラム」の組織化、であり

実現に向けた努力を確認した（山崎 2009）。日仏景観

フォーラムをきっかけとして、同フォーラムは NPO

法人化となった。同フォーラムは主に滋賀大学教員、

滋賀県立大学教員などで構成されている。 

次に、辻番所の会として組織化するまでの経緯を述

べる。きっかけは 2007 年、足軽辻番所を備えた旧磯

島家住宅の売却話が浮上したことにはじまる。芹橋地

区のシンボルともいえる足軽屋敷辻番所の消失に危機

感を感じた周辺住民が、文化財課に相談するものの話

は進まず、売却話が NPO 彦根景観フォーラムへ伝わ

ったのだった。購入するための資金捻出に向けて立ち

上げた「彦根古民家再生トラスト」は、辻番所の会と

彦根景観フォーラムによる協働によって進められた。

市民から集めた寄付金を市に寄付することで「彦根古

民家再生トラスト」は解散したが、トラスト参加者の

有志によって新たに「彦根辻番所の会」を設立した。

                                                      
42 1999 年から 2009 年にかけて日本で開催された。回ごと

に開催都市と付随して東京でも会議を行い、埼玉県吉田町を

はじめとして鎌倉市、高知市、倉吉市、彦根市、高岡市、萩

市、札幌市、網走市、日光市、伊勢市で行った。 
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同会は 2014 年 4 月から彦根市から辻番所の委託管理

を受けて自主管理を行い、土日・祝日には辻番所を無

料で一般公開している。公開の際には午前・午後に分

けての当番制で各 2人ずつ常駐する。この当番を組む

のが一苦労で辻番所の会のメンバーだけでは回らない

ため自治会有志に呼びかけてボランティアを募り、管

理スタッフをローテーションしている43。また、辻番

所を会議や催しの会場として活用するための貸し出し

も行っている。同会では、足軽屋敷の佇まいを残す「歴

史的町並みを活かしたまちづくり」（景観の保全・足軽

屋敷の保存）を考えるべく、芹橋地区活性化のため、

様々な語り手から歴史を聞き、文化を体験し、生活の

移り変わりを語らう場として「芹橋生活」サロンを

2008年 7月から開催している44。 

辻芹橋地区が抱える問題は多岐にわたる。まず、狭

い道路で街が構成されている点である。道路の幅は

2.7ｍ（1間半）しかなく、乗用車がぎりぎり 1台通れ

るくらいの幅だ。芹橋地区ではかつての町割りがその

まま残されており、いわば都市計画上手つかずの状態

である。そのため救急車・消防車の乗り入れが困難で、

災害時の避難経路の模索が課題となってきた。地区内

での高齢化により空き家が目立つようになったことも

防火・防災面で不安要素となっている。こうした状況

からまちづくり懇話会では「路地を活かしたまちづく

り」を提唱し、課題解決に取り組んでいる。具体的に

は、①足軽屋敷や町並みの形態維持、②路地の維持、

③空き家・空地問題、④防災への取り組み、の 4点で

ある。 

狭い道路は防災面では不安要素ではあるが、城郭と

して残る歴史遺産であるため、建築基準法 42 条 2 項

を適用45して保存していく方針を固めた。また、防災

広場などを設置すること、車の交通の利便性を高める

                                                      
43 その後、自治会でボランティアを募り、「芹組サポート隊」

を発足した。 
44 辻番所が併設されている足軽屋敷の居間で開催しており、

12 月 18 日に開催されたもので第 69 回目となった。 
45 建築基準法上の道路、2 項道路と呼ばれる。昭和 25 年施

行の建築基準法による。現行の建築基準法の規定では、都市

計画区域において 4 メートル以上の道路に接している敷地

でないと原則として建物を建てることできない。建築基準法

第 42 条第 2 項の規定では、建築基準法施行前の要件を満た

さない敷地でも立てることが可能となる。 

ため側溝をふさぎ整備し、電線を地中化することで、

交通の安全・まちなみ景観保持、災害時の危険排除を

目指す。空き家については、防火防災面を配慮して所

有者との連携を持てる体制にしていくことを目標にし

ているが、現状ではすべての世帯に対して連絡が取れ

ているわけではない。空き家は古民家を修理・再生す

ることで居住可能とし、町屋バンクを活用して人口の

増加を図り、空地については地権者に情報を提供しつ

つ芹橋に相応しい建物を建て住んでもらう人を紹介す

ることで景観を保持し、防火広場として利用すること

を目指す。防災への具体的な取り組みとして、芹橋地

区全体で防災マップを作成した。必要とされることと

して消火栓の整備、非常時の避難経路の整備、高齢弱

者への救出援助体制の確立、防災広場・回転広場の設

置があげられた46。 

これらに対し、自主防災組織の充実と訓練が求めら

れるため、自治会では赤いバケツを各世帯に配布した。

芹橋地区ではバケツに水を溜めて玄関先に置いている

47。また、定期的にバケツリレーの訓練を行うなど、

緊急時に備えた対策を行っている。2011年には、東日

本大震災を受けたこともあり、一層防災に強いまちづ

くりを意識した防災の研修サロンをシリーズで開催し

た。同年 4月には「芹橋まちづくり懇話会」を芹橋二

丁目連合自治会内に設置し、この懇話会では芹橋二丁

目連合自治会に提言を行うため、まちづくり全般につ

いて検討している。連合自治会は芹橋二丁目第 1自治

会（旧 1 部・2部）、第 3 部自治会、第 4部自治会の 3

つで構成される。会長、副会長、体育部、人権部、防

犯部があり、そこに新たに設けたのがまちづくり部48

である。まちづくり懇話会は同部の委託を受けた自治

会内の有志によって構成されており、「地域住環境整

備・防災防犯・歴史的まちなみの景観と保全など、ま

                                                      
46 現在では辻番所のある筋を少し南に向かった先に防災の

拠点としての広場が設けられている。（図 5 を参照） 
47 筆者が特に印象的だった風景である。彦根城から城郭の

外側へ向かって歩き、現在は埋め立てられてしまったが外堀

芹橋地区は景色が一変する。初めて同地区を訪れて筆者が特

に印象的だったのがこの赤いバケツだった。いい感じの建物

だなと思う家の前には必ず赤いバケツが置いてあった。 
48 彦根辻番所の会・渡辺弘俊が作成した資料「足軽屋敷辻

番所物件購入のためのトラスト(募金)運動より始まったま

ちづくり」にもとづく。 
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ちづくりに関して協議し推進を図るとともに、行政へ

の要望・連絡・協力を行う49」ことを目的としている。 

花しょうぶ通り商店街は歴史があり、以前は上恵比

須商店街という名前だった。しかし、現在の商工会議

所のメンバーが当時の人たちを退陣させ代替わりを行

った。寺子屋力石など古い建造物の活用にも力を入れ

た。また、勝負市というアートイベントを開催し、商

店街の活気づけに力を注いでいる。彦根には 11 の商

店街があり、それぞれ特色も異なる50。 

一方で、独自に志縁組織を立ち上げた人物もいる。

2009年に設立したまち遺産ネットひこねは、ひこね市

文化プラザ51で行われた、まちあるきマップを作成す

る市民事業に参加していたメンバーの有志で結成した

52。彦根の雰囲気がよく残る場所を紹介したいという

動機から設立に至った。まちあるきマップの制作の中

心は鈴木達也である。彼は彦根市出身で大学進学とと

もに彦根を離れたが、市職員という形で戻ってくるこ

ととなった。大学時代の歴史を読み解く力が大いに生

きている。また、そのほか主要メンバーは子どもの

PTAで同じだったという経緯を持つ。同組織は活動の

幅を広げていくとともに鈴木自身で目ぼしい会員をス

カウトし会員を増やしており設立当初に比べると、若

い人が増えている。 

 

5-2 市民活動組織におけるつながり 

（1）地縁的組織と志縁的組織の相互関係 

辻番所の会と花しょうぶ商店街の 2つの地縁的組織

は、第 4章で述べた通り、志縁的組織の中心団体であ

                                                      
49 辻番所の会会長を務める渡辺弘俊による作成資料「足軽

屋敷辻番所物件購入のためのトラスト(募金)運動より始ま

ったまちづくり」より引用。 
50 花しょうぶ通り商店街のほか、彦根駅前商栄会、佐和町

商店街、おいでやす商店街、京町商店街、リバーサイド橋本

通り、銀座商店街、中央商店街、登り町グリーン通り、四番

町スクエア、夢京橋商店街がある。 
51 1997 年に設立された彦根市にある市民文化会館。1500

席、400 席、300席の 3 つの音楽ホールがある。2006 年 4

月から彦根市文化体育振興事業団が指定管理者となった。

2009 年 4 月からは NPO法人ひこね文化デザインフォーラ

ムとナショナルメンテナンスらによって管理される。2014

年度以降の公募では事業体を含む 5 団体が応募。財務状況や

提案内容、施設管理など 32項目を採点した結果、施設管理

業を行うケイミックス（東京都港区）が選ばれた。 
52 2016 年 11 月 19 日の鈴木達也へのインタビューによる。 

る彦根景観フォーラムとの接点が特に重要になる。

NPO がいかに関与しているかを見ていくためにも、

彦根景観フォーラムを中心に見ていくことにする。 

彦根景観フォーラムと花しょうぶ通り商店街のパー

トナーシップが最初で「街の駅・寺子屋力石」のオー

プンに携わったことがきっかけである。寺子屋力石は

築 250 年の建物で、花しょうぶ通りの中央に位置して

いる。以前は寺子屋として使われており、一時は駄菓

子屋やレコード店として使用されていたが、その後空

き家になっていた。花しょうぶ通り商店街からぜひ活

用したいという相談を受けて、彦根景観フォーラムが

建物の実測調査およびマーケット調査を行い、地域住

民・商工会議所・大学とが実行委員会を組織して再生

方法を模索した。その結果、街の歴史や文化、情報や

もてなしなどを提供するプラットフォームとして「街

の駅」を提唱した。学びをテーマの中心とした商店街

の活性化塾、子ども向けのお花の教室、陶芸教室など

を行う場として、またギャラリーや地域住民の憩いの

場、観光客の中継スポットや資料館としてのプログラ

ムを行うこととなった（小杉 2009）。最大の悩みは運

営のための人材確保だった。そこで運営方式として

「LLPひこね街の駅」を設立、LLP方式53での運営を

していくこととなった。その後は各種助成制度に応募

して、水洗トイレ設置などの費用を捻出し、なるべく

手作りを心がけて改修工事を行い、2005年 10 月にオ

ープンした。 

しかし、2011年 1月、原因不明の出火によって建物

が半焼するという不幸が訪れる。なんとか寺子屋力石

を再興したいという思いから彦根景観フォーラムが中

心となって資金を集めた。 

辻番所の会と彦根景観フォーラムがつながったきっ

かけは、2007年の古民家再生トラスト運動だった。当

時、彦根景観フォーラムの理事長であった山崎が中心

となり、地元の「善利組足軽倶楽部」の人々と彦根景

観フォーラムによって辻番所を保全するための寄付金

の呼びかけを行った。芹橋に住む方と NPO の会員 5

                                                      
53 LLP（Limited Liability Partnership：有限責任組合）と

は事業を目的として組合契約によって形成された企業組織

体。有限責任制・内部自治原則・構成員課税といった特徴を

持つ。 
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人が中心となり、12 月「古民家再生トラスト54」を設

立した。トラスト理事長に山崎、その他理事 7名、監

事 2名、会計 1 名を選出した55。 

また、芹橋自治会のまちづくり懇話会による取り組

みの成果が、「まちづくり憲章」の作成である。2014

年、まちづくり懇話会をはじめとした住民有志と専門

家による「文化遺産を活かしたまちづくり研究会」が

スタートした。芹橋二丁目のまちづくりのテーマにつ

いて検討し、まちの魅力や課題を見つけるためのワー

クショップとして防災景観コミュニティの視点でまち

歩きを行い、「歴史に学び現代に活かす」「ちょっとい

い感じの建物に」「オープンスペースとコミュニティの

拠点に」「通りを美しく」の 4 つをまちづくり憲章作

成に向けたキーワードを抽出した。2015年 12 月には

4 つのキーワードを柱にした「芹橋二丁目まちづくり

憲章素案」を作成する。まちづくり懇話会によって説

明を兼ねた住民アンケートを実施した。配布数は 249

枚、回収したアンケートは 140枚で回収率は 56.2％だ

った。質問項目は「芹橋二丁目らしいまちづくりを進

める上で、大切と思われる資源は？（自由回答）」、「将

来、このようなまち並み・まちになったらいいと思い

ますか？（6つの選択肢より複数選択あり）」、『まちづ

くり憲章』をよりよいものにしていく必要があると思

いますか？」の 3項目である。 

 アンケートから浮かび上がったことは芹橋二丁目の

特性と課題である。2016 年 3 月には「芹橋二丁目ま

ちづくり憲章案」をまとめ、5つの方向性を明示した。

①歴史に学び現代の暮らしに生かすまち、②ちょっと

感じのいいまち並みが続くまち、③住民力を高め災害

にも強い安心安全なまち、④つながりを大切にまちの

絆が育つまち、⑤自治の精神を次代につなぐ住みよい

まち、である。2017 年 4 月に連合自治会が合体し、

芹橋二丁目としてひとつの自治会となる。このまちづ

くり憲章を自治会内にて提案することで、次のステッ

プとして協議会の体制づくりを試みている。話し合い

                                                      
54 トラストは信託を意味する。イギリスから始まったナシ

ョナルトラスト運動は日本でも根付いている。 
55 彦根景観フォーラムが発行する情報誌より参照（NPO法

人彦根景観フォーラム広報部会「彦根まちづくり情報誌 き

らっと彦根」第 11 号、2008）。 

の中でコーディネーターを務めるのが彦根景観フォー

ラムの会員である56。地域住民にないノウハウを彦根

景観フォーラムが提供し、一緒になって作業を進めて

いる。 

（2）志縁的組織‐志縁的組織間のつながり 

 志縁組織どうしのつながりは地縁的組織と彦根景観

フォーラムとのつながりよりも遅れてはじまった。各

団体の設立が彦根景観フォーラムよりも遅かったとい

うせいもある。彦根歴史的風致活用実行委員会は 2014

年に設立した。所属する組織は当初 6 団体で、そこに

は地縁的組織、志縁組織の双方が混じっていた。テー

マがそれぞれ違う団体が結束したのは、歴史まちづく

り法による認定によって風致形成というひとつの大き

な目標、方向性が定まったからであろう。所属する志

縁組織のうち、彦根景観フォーラムと深く接点を持つ

のが、ひこね文化デザインフォーラムとまち遺産ネッ

トひこねである。どちらも2009年に設立されている。

3 つが連動しているのは、それぞれに共通した人材が

いるという点である。 

 

5-3 市民活動組織と行政のつながり 

地縁的組織と志縁組織、この 2つの市民活動組織と

行政の間のつながりについては、資金と人材という 2

つの側面から述べる。 

まず、資金面については、歴史まちづくり法の認定

都市となったことで国からの補助金も入ることとなっ

た。そのほか文化庁からの補助金もあるため、資金面

ではかなり充実している。そのほか、足軽屋敷保存の

際には、文化財保護基金が創設されるなど資金面での

行政の協力はかなり大きい。 

また、彦根市以外の財源として文化庁・文化遺産を

活かした地域活性化事業の補助金を風致形成に向けて

さまざまな場面で活用している。「文化遺産を活かした

地域活性化事業」が 2013 年度から開始され、文化庁

文化財部伝統文化課が担当している。地域の多様で豊

かな文化遺産を活用し、伝統芸能・伝統行事の公開や

後継者の養成、古典に親しむ活動など、各地域の実情

                                                      
56 設立当初から会員である笠原啓史（彦根景観フォーラム

理事は、祖母が足軽屋敷に住んでいたことから入会したと話

す。 
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に応じた特色ある総合的な取り組みに対して補助金を

交付する。具体的な支援事業は、①地域の文化遺産情

報発信・人材育成事業、②地域の文化遺産普及啓発事

業、③地域の文化遺産継承事業、④地域の文化遺産記

録作成・調査研究事業、⑤その他（地域の文化遺産を

活かした地域活性化に資すると認められる事業）の 5

つである。彦根市では、「彦根歴史的風致を活かした地

域活性化事業」として彦根歴史的風致活用実行委員会

へ補助を行っている57。 

2013年補助事業の内容は、①歴史・文化遺産に関す

る総合的な情報発信（彦根文化遺産マップ足軽組屋敷

編制作、彦根文化遺産.net HP制作）、②古文書の解読

を目指す人材育成事業（彦根市指定文化財旧瀧谷家「ま

ちかど資料館」屋敷公開及び資料展示、「まちかど資料

館」講演会 3月 15、30日）、③足軽辻番所サロン「芹

橋生活」開催（実施団体：彦根歴史的風致活用実行委

員会）の 3つであった。事業予算として使用されてい

るものは紙媒体への使用がメインである。まち遺産ネ

ットひこねまちあるきマップ、「芹橋二丁目まち未来物

語～まちづくり憲章提案～」などがある。 

彦根市は、2007年 12月の議会で「文化財保護基金」

の設立を決定した58。しかし、文化財保護基金は交付

基準も未定だったためすぐには使われなかった。 

次に、人材についていえば、自治体職員が志縁組織

のメンバーであることがあげられる。花しょうぶ通り

商店街や辻番所の保存に携わる中で、自らも彦根景観

フォーラムの会員となった文化財部の職員がいる。深

谷覚はまちづくり懇話会に参加し、時には景観フォー

ラムのメンバーとして講演会を実施するなど、一市民

として風致形成の活動に携わっている。また、同じく

文化財課の職員で、自ら任意団体を設立し活動を行う

鈴木も間接的ではあるが、風致形成の一端を担う人物

である。まち遺産ネットひこねの活動として、自ら彦

根をあるき、特定のテーマに合わせたマップを作成し

                                                      
57 2013 年度 141万 6000 円（全体交付額：3,304,035 千円、

623 件）、2014年度 757 万円（全体交付額：2,131,233 千円、

327 件）、2015年度 801 万 6000 円（全体交付額：1,858,704

千円、358 件）、2016 年度 608 万円。 
58 文化財保護基金は 12 月に開かれた議会で承認された。前

年に行われた築城 400 年祭によって黒字になったことがき

っかけだった。 

ている。そのほか志縁組織には加入していないものの、

自らのルーツに町屋がある都市計画部の志萱昌貢は、

まちづくり懇話会に参加するなど景観フォーラムが主

催するシンポジウムやまちづくりにかかわるイベント

には必ず出席するなど積極的に地域にかかわりを持っ

ている。 

 これまで取り上げてきたマルチパートナーシップの

関係者は、本稿の場合、地縁的組織である彦根辻番所

の会と花しょうぶ通り商店街の 2つ、さらには志縁的

組織である彦根景観フォーラム、ひこねデザインフォ

ーラム、まち遺産ネットひこねの 3つである。そして

行政としては、彦根市の都市計画課、文化財課の 2つ

を登場させた。また、彦根景観フォーラムには大学職

員も複数いるため大学としてかかわる場面もある。複

数の地縁的組織と志縁的組織、行政、大学といった多

様な担い手たちが、互いに複雑につながっている構造

が浮かび上がった。これは新川が述べたネットワーク

型につながっている。その姿は決して上下関係ではな

く、横のつながりであり、水平的に複雑に広がってい

る。 

 

第 6 章 結論 

 

 5 章では、彦根の風致形成に取り組む担い手のつな

がりが個人から組織化へ、そして地縁的組織と志縁的

組織の連携、さらには市民活動組織と行政の関係性に

ついて詳細に述べてきた。これらの記述を踏まえなが

ら、6 章では冒頭に触れた分析枠組みであるマルチパ

ートナーシップの視点から、彦根の取り組みを改めて

見つめ、そこから浮かび上がった示唆をまとめてみる。 

 

6-1 マルチパートナーシップの視点からみる彦根の

担い手たち 

1章で述べたように、新川（2008）よると、マルチ

パートナーシップによって地域の課題を解決していく

ためには 4 つの要素があるとされる。繰り返すと、①

市民、NPO、地縁組織、各種地域団体、事業者・企業、

行政（国や自治体）が協議の場を持つこと、②資源や

能力を確認すること、③役割分担（負担の分担）をす

ること、④活動を組織化すること、である。本論で述



静岡文化芸術大学大学院 

文化政策研究科 

木村 彩乃 Ayano KIMURA 

 

23 

 

べたことをこの 4つから見てみよう。 

 ①の協議の場については、たとえば芹橋地区にある

辻番所の事例が挙げられよう。辻番所が取り壊される

危機を迎えたとき、「地域のシンボルを何とか残したい」

という住民の声から生まれた。集まって来たのは大学

教授や建築家、同地区にルーツを持つ県外の人たちや

住民だった。このつながりが、辻番所の会という組織

を発足させた。同会は多様な人々が論議を重ねる協議

の中心となり、さらに辻番所が保存されてからは、辻

番所 1階の居間が人々の集うサロンとして使われるよ

うになるなど、実際に場所としての「協議の場」とな

ってきた。 

 花しょうぶ通りにある寺子屋力石も、同様に「協議

の場」である。空き家だった民家について商店街から

「活用できないか」との話が彦根景観フォーラムに寄

せられたことをきっかけに、華道教室や陶芸教室、歴

史教室などが開かれるようになった。2008年に開設し

たものの 2011 年に火災に遭い、一時は使えなくなっ

たものの、再興するために募金等を集めることで再建

に至った。この過程で、人々が集い、町屋活用に向け

た協議を行ったことから、寺子屋力石は「コモンズ59」

となった。 

②の資源や能力の確認については、具体的にいうと

まちづくりの担い手たちが構築したネットワークのこ

とを指す。こういう人的なつながり方は、目に見えな

いものなので、貴重な建物や文化財など可視化できる

ものに比べると、住民には意識されにくい。まちづく

りには上記の人的ネットワークが不可欠であることを

改めて確認したい。まちづくりの担い手はしばしば「人

材不足」と叫ばれる場合がある。しかし、実際は地域

に存在している。個人と個人のつながりだけでは人材

が発見されにくいのであって、個人が組織化されない

と資源になりにくく、同時に連携もしにくいのである。 

他方で、能力についても触れる。木造である足軽屋

敷群は密集していて路地も狭く、軽自動車がギリギリ

通ることのできる幅であるため消防車が入るのは困難

で、いったん火災が起きたとき大きな被害が生じると

                                                      
59 コモンズ（Commons）は共有資源、またそれにかかわる

管理や制度、人間関係までが定義に含まれる。日本では入会

地が引き合いに出されることが多い。 

思われた。そこで、地域住民は NPO 法人彦根景観フ

ォーラムの会員に建築家が多いことから、彼らの防災

専門知識を貴重な能力として発見し、巧みに活用した。 

 ③の役割分担については、辻番所をめぐる資金調達

と管理のケースが指摘できる。市が公金 900万円を支

出して辻番所のある足軽屋敷を購入したのだが、この

うち民間の集めた寄付金が役 700 万円含まれた。700

万円では購入することができず、市民が市に全額を寄

付することで、最終的に市は 200 万円を上積みして購

入するという運びとなった。こうして資金調達面の官

民の役割分担がみられた。さらに管理においては、市

所有であっても市職員が常駐すると人件費がかかるた

め、地縁的組織である辻番所の会、会員や地域住民有

志を土曜日曜と祝日に常駐させて自主管理を行ってい

る。 

 ④で指摘した課題解決のための組織化についても当

てはまる。たとえば土地や建物を買い上げるトラスト

運動に関わっていた個人たちが、辻番所の会に所属す

るようになった。彦根の歴史資源を特集したマップを

発行していた個人に同好の人たちが合流して 6人の集

団となり、任意団体・まち遺産ネットひこねが発足す

るようになった事例がみられる。 

 以上から、彦根で展開される城下町づくりの取り組

みは、筆者が本稿で想定したマルチパートナーシップ

に相当すると考える。 

 

6-2 得られた示唆 

 本稿でいうマルチパートナーシップとは、行政、市

民、NPO 法人、事業者など多様なまちの構成者が、

それぞれの役割分担を意識しながら、同じ方向性に向

かって地域の課題に取り組むことである。従来のパー

トナーシップだけでは、行政と市民、あるいは行政と

NPO 法人など市民活動組織が 1 対 1 で 2 者間として

つながっているにとどまっていた。しかし現代社会の

地域課題は多様であり、かつ広域化しているため利害

関係者も数多く、関係先が広がっている。従来型の 1

対 1の 2者間パートナーシップでは対応できなくなる

場合が目立ってきた。だからこそ、マルチパートナー

シップが叫ばれているのである。 

筆者が改めて痛感することは2つあった。1つには、
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個人の活動には限界があるということである。個人同

士のつながりは、マルチパートナーシップ構築のため

の基礎段階である。マルチパートナーシップを構築す

る前には、個人それぞれの役割は何か、自分たちには

何ができて何が出来ないのか、を把握する必要が生ま

れてくるからである。たとえば彦根景観フォーラムを

事例に挙げてみる。同フォーラムは日仏景観会議を発

端として設立したので、発足当初は、滋賀大学、滋賀

県立大学、光泉大学の教員など建築的な学識を備えた

研究者が比較的多く含まれていた。自身も彦根に住ん

でいたり、町屋を所有したりしているなど、共通の問

題意識を抱える人々が集まっていた。また、花しょう

ぶ通りの町屋を改装した寺子屋力石での人々の出会い

を通して、各自の役割分担を強く認識したのである。

個人同士のつながりが組織化への発展したことで、個

人は自らができることは何か、また果たすべき役割は

何か、について自問自答することになる。 

2 つには、人々には共通認識が欠かせないというこ

とである。辻番所の会の事例では、辻番所を備えた足

軽屋敷の売却話が浮上したことから物語が始まった。

自ら住む地区の特性や足軽屋敷の価値を再認識・再評

価したことから人々が横のつながりを持つこととなっ

た。足軽屋敷の問題は芹橋地区全体の問題にも目を向

けることにつながり、改めて「芹橋地区というコミュ

ニティは何か」という機運が強まり、同地区の現状と

課題を浮き彫りにする動きにつながった。 

 

6-3 風致の形成に向けて 

 本稿の主題は、歴史まちづくり法による城下町の風

致形成がどうあるべきかについて問いかけるものであ

る。上記のようなマルチパートナーシップのありよう

が風致形成の展開にどのように働くか、について考え

ることが求められている。 

 改めて繰り返すと、同法による歴史的風致とは、「歴

史上価値の高い神社、寺院、城跡等、国民共有の文化

的な資源およびその周辺の歴史的な資産およびその周

辺の歴史的な建造物と、そこで営まれる工芸品の製造

販売や祭礼行事など、地域の歴史・文化を反映しつつ、

営まれることにより、形成される風情、情緒、たたず

まいといった良好な環境」を指す。同法では、こうし

た風致の形成を重要視しつつ、所有者の高齢化・人口

減少による担い手不足に対応していく必要がある、と

定められている。 

 国土交通省が所管する景観法が 2004 年に制定され

た際、いかに建物の高さを規制するか、屋外広告を簡

素化するか、など多くの規制策に取り組むこととなっ

たが、結局のところ、それらがうまくいくかどうかは、

地域の景観団体（自治体等）の問題であり、さらには

地域の住民自身が規制に対して、法的な拘束力がなく

てもよいので何かの自主的なルールを設け、その自ら

で定めたルールをいかに守っていくかに尽きるのであ

る（自治体景観研究会 2009）。これについて、筆者も

彦根で同じように感じるところがあり共感できる。 

一方、国土交通省、文部科学省、農林水産省が共管

して、2008年に制定された歴史まちづくり法の場合に

おいても、景観法と同じく地域の意志が左右する流れ

になっているが、より地域の取り組みや活動というも

のが成否を左右する制度となっている。景観法では規

制という可視化された効果があるのに対し、歴史まち

づくり法は風致形成への補助を行うため、効果は短期

的に現れるものではないだろう。国土交通省 HP によ

ると、2016年 12月現在で、同法に指定された都市は

59 あり、このうち城下町が 34 と全体の主流を占める

が、宿場町、門前町、港町など都市の成り立ちもさま

ざまで、求められる風致の形成も違ってくる。 

風致を形成していくために、筆者はこれまでの記述

から 3 つの要素があると考えている。1 つには、地域

の人たちが自分たちの住む地域の歴史や文化、地域の

価値等について理解を深めていくことが不可欠である。

2 つには、上記のように所有者が仮に高齢化したとし

ても、支える仕組みが地域にあれば、風致を維持でき

る可能性が高まる。3 つには、担い手が不足している

のではなく、個人の動きだけでは行政が担い手を見つ

け出すことが難しいという点である。個人の動きが組

織化して団体等に発展するならば、行政も手を組みや

すくなり、協働できる体制を組むことができる。 

以上から、彦根の風致形成に取り組む担い手のつな

がりについて、筆者の考えは 3つある。第 1 に、地縁

的組織に所属する人が志縁的組織に所属しているなど、

地縁的組織と志縁的組織の間で人材が共有されている
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こと。第 2に、市職員もまた志縁的組織に所属してい

ること。第 3に、地縁的組織・志縁的組織の両者が共

通して使用できる活動拠点が存在していること、の 3

点である。以下、順に述べていく。 

第 1に、地縁的組織に所属する人が志縁的組織に所

属しているなど、地縁的組織と志縁的組織の間で人材

が共有されていることである。たとえば、渡邊弘俊の

存在があげられる。彼は芹橋 1丁目の自治会長を務め

る一方、同じく地縁的組織である辻番所の会の会長で

ある。芹橋自治会通信「かわら版」の発行や情報をま

とめるなど諸活動を引き受けている。そして元々は、

同建物を買い上げようと試みたトラスト運動にも積極

的に関わっていた。その流れから彦根景観フォーラム

にも入会した人物である。彼を通じて、地縁的組織と

志縁的組織がつながりや連絡が密になった。 

たとえば、4章で取り上げた同市職員の鈴木達也は、

彦根景観フォーラム会員のうえ、まち遺産ネットひこ

ねのメンバーで運営やマップ製作の中心人物である。

鈴木は彦根市出身ながら、県外の静岡大学教育学部に

進学して一時は彦根を離れていた。大学卒業後、市職

員となって戻って来た。その後、大正年間に建てられ

た洋館を譲り受け自宅とした。城下町の一角で職人町

である七曲り地区に同洋館を移築して暮らしている。

この結果、七曲りの町内会に入会し、側溝の掃除にも

参加する。彼の場合は、志縁的組織から自治会という

地縁的組織に加わった例である。今後、こうした人物

が現れることで地縁的組織と志縁的組織の交流は一層

進むとみられる。 

第 2には、市職員が志縁的組織に所属しているとい

う点である。先述した鈴木以外に、市教委文化財課の

深谷覚の例がある。深谷は文化財課の勤務が長く、辻

番所のある足軽屋敷を買い上げるべく立ちあげたトラ

スト運動の始まりに市職員の立場で関与した。その後

は、個人の立場で彦根景観フォーラムの会員にもなっ

た。さらに花しょうぶ通り商店街の重要伝統建造物群

保存地区の指定の際には、文化財課の立場から住民と

一緒になって指定に向けて働きかけた。合意を取り付

けるため各民家を回り、選定のために中心となった人

物である。すなわち、深谷は市職員の顔、そして志縁

的組織の市民運動家の顔の 2つを合わせ持つ人物であ

る。いつも緑色の作業服を着ており、文化財の現場を

愛している様子であった60。 

また、都市計画課の景観・まちなみ保全室の志萱昌

貢の場合は、もともと市文化財課に勤務していて、歴

史まちづくり法の施行とともに同室が設立された際に

異動した。彼は辻番所で開催される市民向けのまちづ

くり懇話会には皆勤して61、地元住民の意見に耳を傾

ける。かつての自宅は城下町の古民家で、現在は NPO

法人ひこねデザインフォーラムに貸し出され、民宿に

活用されているので、NPO 法人会員ではないが、知

り合いが NPO 関係者に多く、市側と民間をつなぐ窓

口的役割の 1人である。 

第 3に、地縁的組織・志縁的組織の両者に共通して、

使用できる活動拠点が存在している点である。花しょ

うぶ通り商店街には寺子屋力石が、芹橋二丁目には辻

番所がある。いずれも地縁的組織、志縁的組織、そし

て行政関係者を問わず、多様な人々が集まって話し合

う場がある。講演会を開く際に使用できる。彦根のコ

ミュニティ活動が充実している訳はこのあたりにある

と考えている。 

しかし、彦根の事例がすべての風致形成のモデルに

なるとは限らないだろう。同じく最初に認定された石

川県金沢市のように行政区が大きい都市では、いかに

制度を運用していくかに主眼が置かれ、行政主導にな

ってしまう傾向がある。あるいは、山口県萩市の場合

は、NPO 法人萩まちじゅう博物館だけが市民活動団

体として取り上げられ、行政と NPO という 2 者の関

係にとどまっていた。それぞれに都市の歴史や風土、

事情が異なるので、風致形成のモデルは一概には言え

ない。本稿では、彦根の風致形成をめぐるマルチパー

トナーシップの実態について、担い手のつながり方や

機能する要素について導き出すことができた。しかし、

今回は 1つの事例から結論を導き出したため、彦根以

                                                      
60「深谷さんは親身になって話を聞いてくれるから」2016

年 11 月 19 日の渡邊弘俊へのインタビューより。2016 年 11

月 19 日に行われたまちづくり懇話会や、翌日の重伝建シン

ポジウムにおいても緑の作業着で現れた。辻番所の会会員や

花しょうぶ通り商店街の人たちと接している様子から信頼

されていることがうかがえた。 
61 2016年 11月 13日の笠原啓史（彦根景観フォーラム理事）

との会話にて。 
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外の認定都市におけるマルチパートナーシップのあり

ようを探るまでに至らなかったことが本稿の課題であ

る。特に、志縁的組織の要となるような専門性を持つ

人材の有無が大きく影響してくるのではないかと考え

られる。彦根には市内に大学が 3つもある。大学とい

う特性から、地域に出向き、懸け橋になる役割が求め

られており、教員や学生が地域との接点を持とうと働

きかけている。では、大学がない地域ではどうすれば

いのか？ どのように専門性を備えた人材あるいは外

部人材を介入していくべきなのか？ そういった点を

踏まえて検証していくことが今後の課題となるだろう。 

それでもなお、彦根の事例研究からは一定の示唆が

得られたのではないかと考える。市民・NPO・行政と

いった多様な人々が対等に接することができ、互いに

ほどよい緊張関係を保ちながら、風致形成に向けて取

り組むことが重要となる。 

 

あとがき 

 本稿で触れたように、彦根市のまちづくりは江戸時

代から伝わる町割りを現代に生かしつつ、観光客の誘

致を成功させ、映画ロケの撮影も数多く、比較的順調

に進んでいると思われる。しかし課題も山積している。

たとえば、ユネスコの世界遺産指定については地元の

悲願となっているものの、姫路城が先に登録されたこ

とで同じ近世の城郭だけに差別化が難しい。今回の調

査で出会った行政や民間関係者は口をそろえて世界遺

産登録に向けての希望を語っていた。 

しかし実のところ、筆者は世界遺産に登録されるか

どうかということよりも、彦根で暮らす人々は行政職

員であれ NPO であれ、一様に彦根の城下町のことを

同じ土俵で考えている現状こそ、誇りに思うべきだと

受け止めている。すなわち、立場は違っていても、「城

下町の保存と活用」というテーマで人々がつながって

いる、という点に大いに魅力を感じたのだった。筆者

はこれまで、「まちづくり」という言葉は体の良い聞こ

えがしてならないと常々感じてきた。その言葉はとも

すれば実態を伴っていないように聞こえてしまうから

なのかもしれないと、論文を執筆した今、改めて振り

返っている。地域コミュニティづくりや人々のネット

ワークづくりが現代社会に欠かせないという指摘が多

くなされているが、それでは具体的にはどのような形

態があるのか？ どのように人が結びついているのだ

ろうか？ と学部生時代からずっと考えていた。 

本稿は城下町の風致を主題としているが、実際には

具体的な「まちづくり」として、地域の担い手たちが

どのようにつながっているのか、あるいはどのような

担い手がいるのか、という点について明らかにしたか

ったのだった。幸いにも、地元の市職員、NPO 関係

者らの多大の協力を得て、いくつかの実証を果たすこ

とができた。 

 修士論文である本稿の 2年前に提出した学部の卒業

論文は「石川県・片野鴨池をめぐるガバナンス」とい

う題目だった。ため池という公共空間はどのように管

理されているのか？ どのようなアクターが関係して

いるのかについて調べていく中で、行政だけでなく多

様な民間団体や人々が関与しているのだと気づき、ガ

バナンス（統治）のありようを解明するに至った。 

大学院に進学後は、学部卒業論文を発展させた形と

して水辺空間の活用や官民協働による管理などをテー

マにしようと考えていた。しかし、彦根に足を運ぶに

つれ、彦根に住む人々がいかに歴史や文化について知

ろうとしているか、自分のルーツは何であるかに向き

合おうとしている姿勢を感じる機会が多かった。ゲー

トウェイ人材である市職員でまち遺産ネットひこね所

属の鈴木達也氏をはじめとして、出会った人々の地元

に対する思いや熱情に接していくうちに、彼らの取り

組みに引き込まれていくようになった。彦根を題材と

した水辺空間の研究、たとえば彦根城の堀の水面管理

についてなども検討したが、こうして現在の研究を進

めることに落ち着いたわけである。とはいえ、彦根城

の堀も風致形成につながるため、堀という水辺空間の

管理のありようについては現在も関心がある。これか

らも彦根を訪ねて、城下町らしい風致の形成に挑む市

民たちの姿を見つめていきたい。 

 

謝辞 

修士論文を執筆するにあたり、多くの方々からご指

導・ご協力を賜りました。彦根のまちを案内してくだ

さったまち遺産ネットひこねの鈴木達也様、メンバー

の皆様方に深く感謝致します。ヒアリングへの協力、
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資料を提供してくださった彦根辻番所の会・渡辺弘俊

様、会員の皆様にもご協力いただきました。彦根景観

フォーラム理事の堀部栄次様、笠原啓史様にも貴重な

ご意見をいただきました。そのほか彦根滞在時におけ

る宿泊先の民宿や飲食店など、出会った数々の方に良

くしていただきました。心より感謝申し上げます。 

執筆にあたり、主指導の松本茂章先生には学部生の

頃から次々とテーマを変えてしまい、本当にご心配を

おかけしました。それでも辛抱強く、時には厳しく支

えてくださったこと、本当に感謝しております。 

また、副指導の根本敏行先生の急逝に際して、これ

までの成果をお見せできなかったことが心残りとなっ

てしまいました。心からご冥福お祈りいたします。 

その他、互いに励まし合いながら院生室でともに過

ごした M2院生の皆さん、そして松本研究室の院生や

学部生の皆さんにも多大なるご支援を頂きました。本

当にありがとうございました。こうして振り返ってみ

ると大学院生活の 2年間、本当に多くの方に支えられ

てきたのだと改めて感じました。お世話になったすべ

ての方々に、この場を借りて感謝申し上げます。 
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図表 

表 1：歴史的風致維持向上計画認定都市の一覧（2016 年 12 月時点） 

番号 都道府県 市町村名 計画の名称 認定日 

1 石川県 金沢市 金沢市歴史的風致維持向上計画 

2009 年 1 月 19 日 

2 岐阜県 高山市 高山市歴史的風致維持向上計画  

3 滋賀県 彦根市 彦根市歴史的風致維持向上計画  

4 山口県 萩市 萩市歴史的風致維持向上計画 

5 三重県 亀山市 亀山市歴史的風致維持向上計画  

6 愛知県 犬山市 犬山市歴史的風致維持向上計画  

2009 年 3 月 11 日 

7 長野県 下諏訪市 下諏訪市歴史的風致維持向上計画  

8 高知県 佐川市 佐川市歴史的風致維持向上計画  

9 熊本県 山鹿市 山鹿市歴史的風致維持向上計画  

10 茨城県 桜川市 桜川市歴史的風致維持向上計画  

11 岡山県 津山市 津山市歴史的風致維持向上計画  2009 年 7 月 22 日 

12 京都府 京都市 京都市歴史的風致維持向上計画  2009 年 11 月 19 日 

13 茨城県 水戸市 水戸市歴史的風致維持向上計画  

2010 年 2 月 4 日 14 滋賀県 長浜市 長浜市歴史的風致維持向上計画  

15 青森県 弘前市 弘前市歴史的風致維持向上計画  

16 群馬県 甘楽市 甘楽市歴史的風致維持向上計画  2010 年 3 月 30 日 

17 岡山県 高梁市 高梁市歴史的風致維持向上計画  

2010 年 11 月 22 日 18 福岡県 太宰府市 太宰府市歴史的風致維持向上計画  

19 徳島県 三好市 三好市歴史的風致維持向上計画  

20 福島県 白河市 白河市歴史的風致維持向上計画  

2011 年 2 月 23 日 21 島根県 松江市 松江市歴史的風致維持向上計画  

22 岐阜県 恵那市 恵那市歴史的風致維持向上計画  

23 富山県 高岡市 高岡市歴史的風致維持向上計画  

2011 年 6 月 8 日 

24 神奈川県 小田原市 小田原市歴史的風致維持向上計画  

25 長野県 松本市 松本市歴史的風致維持向上計画  

26 埼玉県 川越市 川越市歴史的風致維持向上計画  
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27 宮城県 多賀城市 多賀城市歴史的風致維持向上計画  2011 年 12 月 6 日 

28 京都府 宇治市 宇治市歴史的風致維持向上計画  

2012 年 3 月 5 日 

29 愛媛県 大洲市 大洲市歴史的風致維持向上計画  

30 岐阜県 美濃市 美濃市歴史的風致維持向上計画  

31 佐賀県 佐賀市 佐賀市歴史的風致維持向上計画  

32 広島県 尾道市 尾道市歴史的風致維持向上計画  

2012 年 6 月 6 日 

33 広島県 竹原市 竹原市歴史的風致維持向上計画  

34 三重県 明和市 明和市歴史的風致維持向上計画  

35 長野県 東御市 東御市歴史的風致維持向上計画  

36 岐阜県 岐阜市 岐阜市歴史的風致維持向上計画  

2013 年 4 月 11 日 37 長野県 長野市 長野市歴史的風致維持向上計画  

38 島根県 津和野市 津和野市歴史的風致維持向上計画  

39 大阪府 堺市 堺市歴史的風致維持向上計画 

2013 年 11 月 22 日 40 山形県 鶴岡市 鶴岡市歴史的風致維持向上計画  

41 宮崎県 日南市 日南市歴史的風致維持向上計画  

42 岐阜県 郡上市 郡上市歴史的風致維持向上計画  

2014 年 2 月 14 日 43 愛知県 名古屋市 名古屋市歴史的風致維持向上計画  

44 奈良県 斑鳩町 斑鳩町歴史的風致維持向上計画  

45 大分県 竹田市 竹田市歴史的風致維持向上計画  

2014 年 6 月 23 日 

46 福岡県 添田市 添田市歴史的風致維持向上計画  

47 京都府 向日市 向日市歴史的風致維持向上計画  

2015 年 2 月 23 日 48 福島県 国見市 国見氏歴史的風致維持向上計画  

49 奈良県 奈良市 奈良市歴史的風致維持向上計画  

50 神奈川県 鎌倉市 鎌倉市歴史的風致維持向上計画  

2016 年 1 月 25 日 

51 福島県 磐梯町 磐梯町歴史的風致維持向上計画  

52 福島県 桑折町 桑折町歴史的風致維持向上計画  

2016 年 3 月 28 日 

53 和歌山県 湯浅町 湯浅町歴史的風致維持向上計画  

54 三重県 伊賀市 伊賀市歴史的風致維持向上計画  

2016 年 5 月 19 日 

55 長野県 千曲市 千曲市歴史的風致維持向上計画  
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56 愛知県 岡崎市 岡崎市歴史的風致維持向上計画  

57 新潟県 村上市 村上市歴史的風致維持向上計画  

2016 年 10 月 3 日 58 和歌山県 広川町 広川町歴史的風致維持向上計画  

59 静岡県 三島市 三島市歴史的風致維持向上計画  

（国土交通省 HP「歴史まちづくり法に基づく 5 年間の取り組み成果」を参考に筆者作成） 

http://www.mlit.go.jp/toshi/rekimachi/toshi_history_tk_000010.html （閲覧日 2016 年 12 月 25

日） 

 

図 1：年度別認定都市数の推移  

 

（国土交通省 HP「歴史まちづくり法に基づく 5 年間の取り組み成果」を参考に筆者作成） 

http://www.mlit.go.jp/common/001035433.pdf（閲覧日 2016 年 12 月 25 日） 

 

 

  

10 

16 

22 

31 
35 

44 

49 
53 

59 

0

10

20

30

40

50

60

70

http://www.mlit.go.jp/toshi/rekimachi/toshi_history_tk_000010.html
http://www.mlit.go.jp/common/001035433.pdf


静岡文化芸術大学大学院 

文化政策研究科 

木村 彩乃 Ayano KIMURA 

 

32 

 

図 2：善利組足軽屋敷と花しょうぶ通りの位置  

 

（彦根市 HP「彦根市歴史的風致維持向上計画」をもとに筆者加筆） 

http://www.city.hikone.shiga.jp/cmsfiles/contents/0000005/5914/Rekishifuchi-07.pdf 

（閲覧日 2016 年 12 月 25 日） 

 

図 3：彦根城下の足軽組屋敷の配置 

  

http://www.city.hikone.shiga.jp/cmsfiles/contents/0000005/5914/Rekishifuchi-07.pdf
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（彦根市 HP「彦根市歴史的風致維持向上計画 」より引用） 

http://www.city.hikone.shiga.jp/cmsfiles/contents/0000005/5914/Rekishifuchi -02.pdf  （閲覧日

2016 年 12 月 25 日） 

 

表 2：市指定文化財の足軽屋敷の一覧 

登録年月日 名称 所有者 組 

2004 年 2 月 23 日 太田家住宅 個人 

善利組 

2007 年 1 月 25 日 中居家住宅 個人 

2009 年 2 月 13 日 旧磯島家住宅・辻番所  彦根市 

2009 年 2 月 13 日 林家住宅 個人 

2010 年 3 月 16 日 服部家住宅 個人 

2011 年 3 月 9 日 吉居家住宅 個人 

2013 年 2 月 28 日 北川家住宅 個人 

2012 年 3 月 6 日 瀧谷家住宅 個人 中薮組 

2013 年 2 月 28 日 椿居家住宅 個人 

善利組 

2014 年 3 月 17 日 村山家住宅 個人 

（彦根市 HP「彦根市の指定文化財一覧表」をもとに筆者作成） 

http://www.city.hikone.shiga.jp/0000003477.html （閲覧日 2016 年 12 月 25 日） 
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図 4：花しょうぶ通りの位置  

 

（彦根市 HP「重要伝統的建造物群保存地区の選定について」より引用） 

http://www.city.hikone.shiga.jp/0000008845.html （閲覧日 2016 年 12 月 25 日） 

 

表 3：花しょうぶ通り商店街にある登録有形文化財の一覧  

登録年月日 名称 建築年 所有者 

2011 年 10 月 28 日 高崎家住宅主屋（旧川原町郵便局舎）  1934 年（昭和 9） 個人 

2011 年 10 月 28 日 宇水理髪館店舗 1936 年（昭和 11） 個人 

2011 年 10 月 28 日 滋賀中央信用金庫銀座支店店舗  1919 年（昭和 7） 個人 

2013 年 6 月 21 日 旧石橋家住宅  明治時代後期  彦根市 

2013 年 6 月 21 日 森家住宅主屋  江戸時代後期  個人 

（彦根市教育委員会文化財部文化財課「重要伝統建造物群保存地区 彦根市河原町芹町地区伝統的

建造物群保存地区」説明書をもとに筆者作成） 

 

 

 

 

 

http://www.city.hikone.shiga.jp/0000008845.html
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図 5：芹橋地区に設けた防災空き地と写真右端に移る辻番所  

 

（2016 年 11 月 19 日筆者撮影） 


